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は じ め に

わ が 国 の 産 業 界 にお け る情 報化 の進 展 は 、企 業 内 にお け る利 用 に と どま らず 、

企 業 間 に お け る お け る利 用 にお い て も著 しい もの が あ る。 と く に、 最 近 で は イ

ンター ネ ッ トを利 用 した 電 子 商 取 引 も急 速 に発達 して い る。 この よ うな状 況 に

お いて 、 円滑 な デー タ交 換 に よ って 電 子 商 取 引 を事 業 活 動 の基 本 と して社 会 に

定 着 させ る た め に は、 通 信 プ ロ トコル 、 ビジネ ス プ ロ トコル 等 各 種 の 技術 的 な

取 り決 め に つ い て の標 準 化 お よ びル ー ル 化 が必 要 不 可 欠 で あ る ば か りで な く、

法 的 な 諸 問 題 につ いて検 討 し、問題 の解 決 をはか る こ とが 重 要 で あ る。そ の際 、

立 法 や 約 款 によ る 問題 の解 決 も視 野 に入 れ な けれ ばな らな い。

当セ ン ター で は 、昭 和63年 以 来 、法 律 の専 門家 お よ び企 業 等 の実 務 家 によ る

委 員 会 を設 け て 、法 的 観 点 か ら電 子 取 引 の実 態 把握 と 問題 点 の 分 析 、 対策 等 を

検 討 して きた 。平 成7年 度 に は、 そ の 成果 をデー タ交 換 協 定 書(参 考 試案)と

して と りま とめ たが 、 そ の 後 の技 術 お よび 実 務 の進 展 を踏 ま えて 、 平 成9年 度

に はそ の 見 直 しを行 って い る。 また 、平 成8年 度 か らは、 イ ンター ネ ッ トな ど

を利 用 した オー プ ンネ ッ トワー ク環 境 の も とで の電 子 デ ー タ交 換 も視 野 に入 れ

て い る。

本 年 度 は 、 まず 、 法 的 な 問題 に 関す る 国際 的 な動 向 お よ び 日本 の取 り組 み に

つ いて検 討 した 。 一 方 で 、 ヨー ロ ッパ 連 合 、ア メ リカ 合 衆 国 にお け る基 本 政 策

とそ の 具体 的動 向、国 際 連 合 商取 引 法委 員 会(UNCITRAL)、 経 済 開発 協

力機構(OECD)、 国際 商 工 会 議 所(ICC)な ど の国 際 機 関 にお ける動 向 を

検 討 し、 他 方 で 日本 の 各 省 庁 にお け る取 り組 み の状 況 を整 理 した 。 次 いで 、 こ

れ らの 国 際 的 な 動 向 お よ び 日本 の 取 り組 み の中で 、 と く に2つ の具 体 的 な 問題

を取 り上 げ 、 よ り詳細 に検 討 した 。 す な わ ち 、第1に 、 契 約 の 成 立 につ いて考

察 し、第2に 、準 拠 法 お よび裁 判 管轄 の 問題 につ いて 考 察 した 。

この報 告 書 が わ が 国 にお け る電 子 取 引 の発 展 に寄 与 す れ ば幸 い で あ る。

最 後 に 、本 調査 研 究 の実 施 にあ た って ご協 力 を いた だ い た委 員 を は じめ 、 関

係 各位 に対 し、 深 く感 謝 の意 を表 す る。

平 成11年3月

財団法 人 日本情報処理 開発協会

産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ー
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1.本報 告 書 の検 討 範 囲





1.本 報告書の検討範囲

～電 子 的取 り引 き の進 展 段 階 に お け る現 在 の状 況 ～

わ が 国 の現 在 の電 子 的通 信 、特 にイ ン ター ネ ッ トの普 及 は 、 と りわ け1995年 に発

売 され たWindows95の 影 響 もあ って 、 企 業活 動 の さ ま ざ まな 側 面 で 欠 く こ との で き

な い もの とな って い る ば か りで な く、高 品 質 の安 価 な パ ソ コ ン の供 給 に よ り
、家 庭 に

まで か な り浸 透 して い る現 状 が あ る。 当産 業 情 報 化 推 進 セ ン ター の電 子 商 取 引市 場 規

模 予 測 によ れ ば、 わ が 国 の1998年 のB-C取 引で650億 円、B-B取 引 で8 .62兆 円で

あ った もの が 、2003年 に はそ れ ぞ れ3 .16兆 円 と68.4兆 円(そ れ ぞ れ 電 子 商 取 引取 引

化 率 で1%と11.2%)と な って い る。

(htt.//wYNrW.'ii)dec.or'/chosa/and)rsn/sldOOl .ht,nl)。

従来、電子商取 引に関する用語 としては、CALS、EDI、EFT、EC等 が用い られて

きた が、必ず しもそれ らの用語 は厳密な定義 を与え られ た もので もな く、電子 商取 引

の進展 とともに変化 してきた。CALSに いた っては、そ の頭文字か らとった略語 をそ

のままに元 の名称が複数 回変遷 して いるのはそ の例 といえよ う。大雑把なが ら、イ メ

ー ジされているのは
、CALSの 場合 には、そ の もともとの生産 ・調達 ・運 用支援統合

情報 システ ムに由来 して、開発 ・設 計 ・調達 に関す る電子 的手段 の利用 であ り、 また

現在 のCommerceAtLightSpeedと いう呼称 は後述す るECそ れ 自体 とそれほ ど違

い の な い 広 範 な 対 象 範 囲 を 持 っ て い る よ う に見 え る 。EDI(ElectronicData

Interchange)の 場合 には、製造 ・物 流にかかわ る受発 注データの交換 に電子的手段 を

利用す ることであ り・EFT(ElectronicFundTransfer)の 場合 には、金融機 関 をは じめ

として、金流 ・決済 に電子的手段 を用 いる ことであろ う。

これ まで、当産業情 報化推進セ ンター は、EDIに 関す る標準契約 の検討 を してきた

が 、そ こで前提 とされ ていたのは、継続的かつ対等な、 いわ ば安定的な関係 にある企

業間 における電子 商取 引で あった。そ こでは、専用回線やVANな ど一応 クローズ ド

な通信手段 を用 いて、事前 に電子 的情報交換 によ り受発注 を行 うことに関す る基本契

約 を締結 し、受発注 を個別 契約 とす る構造が想定されて いた。 ここでは、当事 者間の

合意 の形成 に関心が置 かれ ていた段階であった といえる。

昨 年 度 か らは 、委 員 会 も、EC法 的 問題 調査 研 究 委 員 会 と改 称 され て い る。

EC(ElectronicCommerce)も また必ず しも確定 された概 念でな く、最 も広 範 には、取

引のいずれか のプロセ スで電子 的手段 を利用す るもので あればよい とい う立 場 もあ る。

そのような立場では、先に挙げたようなすべての取引類型をすべて包括する概念 とな

一 り 一



る。それに対 して 、従来の企 業中心 の電子 的手段 を利 用 した商取 引 とは別 の局面 を迎

えた ことを中心 にす る立場では、従 来の通 信手段な いしネ ッ トワー クが ク ローズ ドな

ものであったのに対 して、イ ンターネ ッ トの利用 によ りネ ッ トワー クが オープ ンな も

の にな っ た こと によ り、企 業 対 企 業(BusinesstoBusiness)か ら、企 業 対 消 費者

(BusinesstoConsumer)の 電子 商取 引への展 開に力点 を置 くもの もある。 この場合 に

は、先のよ うな表現 を用 いれば、販売 ・決済 ・消費の側面 を強調す る表現 ということ

にな る。

ここで、注意すべ き ことは、オー プンとい う用語 の概念で ある。イ ンター ネ ッ トが

オー プン ・ネ ッ トワー クで あるということは、主 に三つの ことを意味 して いる。第一

は、通信回線のオープン性であ る。パケ ッ ト交換 システム によ り、いず れの回線 を使

用す るかは予定されて いな い。第二 に、権 限 を有す る者 のみがそのネ ッ トワー クに入

れ るという意味での制限がイ ンターネ ッ トにはな い。そ して第三 に、おそ らく法的な

意味で は最 も注意す べき ことで あるが、通信 の両 当事者 の関係性が、既 知 ・継続的 ・

安定的関係 を前提 としないという意味で ある。特 に、第三点 は、区別 されな けれ ばな

らな い。同 じくイ ンターネ ッ トを利用 して いても、取 引の両 当事者が 旧知 の関係で あ

る という場合 と、未知 の関係で ある場合 とを比較すれ ば、法的関係 として は区別 され

るべ き要素があ ることは自明で あろう。 ここで、未知 の関係 と して取 引に関わ って く

る消 費者の保護の観 点を重視 し、消費的側面 のみをECと して念頭 に置 く立場 も考 え

られ る。 もっとも、上述 のように、予 め必ず しも明確 に切 り分 け られた もので はな い

ので、場面場面 によ り論者 にも混乱が あるのが一般で あ り、本報告 にお いて もそ の誇

りは免れな いが、逆に このような状況 にあ り、裁 然と概念 を確定す る ことよ りも、想

定 され る課題 に多様 な角度か ら対応す る必要 もある。

当産業情報化推進セ ンター にお いて 、従 来 の継続的かつ対等 な企業間取 引の合意形

成 を対象 と して いる段 階で、様 々な事故 に対 する対応が検討 されて きた。 しか し、そ

の処理 は、前提 となる基本契約合意 に集約 され、紛 争処理 とい うよ りは、そ の円滑 な

運営 を 目指す ものであった。 しか し、現在 の状況はそれ に とどま らず 、先 のオープ ン

性 に関す る説明 を具体 的に言 えば、一方で は、従 来のいわばク ロー ズ ドなEDIを イ ン

ターネ ッ ト上で行 う動きがあ り、他方 、事 前の基本契約 合意 な く取 引を行 お うとい う

動きがある。イ ンターネ ッ ト上 を前提 とすれ ば、既に国境を越 えている ことを当然 と

せ ざるを得ず 、また、契約 の有効性 如何 を国 内法だけを検 討対 象 とする ことはできな

い。その理 由の一つは、国際的 に見 て 日本法 の特殊性 、 と りわけ契約成立要件、およ

び証拠法の問題が あること、二 つ 目には、 いずれ にして も、国際的標準化 、 またはそ
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れ にとどま らず国際的 には、単 一の世界市場(グ ローバ ル ・マーケ ッ ト ・プ レイス)

の認識 を前提 に して いることを回避 できない ことを、少な くとも挙 げる ことがで きる。

この段 階での検 討課題 は、 まず、ECの 法的有効性 、す なわ ち、契約 成立要件が あ

る。 これ には、電子 的データの書 面等価性 、署名性等 が含 まれ、国際的 に先行す る検

討 としてはUNCITRALモ デル 法が代表的 な ものである。次 いで 、国際的な問題 と し

て は、現実 の救 済付与のためには、裁判管轄お よび準拠法 の問題 があ る。 これ に関 し

て は、国際的機 関等 の大勢 を反 映す るよ うな先行す る検討 は無 い に等 しい困難な問題

で ある。本報告 書の検討段階 は、 この段階 にある。

次 に、将来的 に緊急 の課題 は、おそ らく、オープ ン ・ネ ッ トワー ク上での相 手方 の

同一性確認手続 き(認 証)に 関す る問題で ある。旧知 の当事者 間で あ って も、 また、

まった くの未知 の当事者間であ って も、な りす まし等 を排除す る要請 は、共通 である。

更 に進んで、万一、真正でない者 との間 に交 わ した契約の効果 は どうすべ きかの問題

が ある。他方 、現在で は最 も有効 な方策 である と考え られ る電子 署名 を用 いて、認証

機 関(CertificationAuthority)ま たは信頼 され る第三者(TrustedThirdParty)を どの

よ うに法制度化すべ きか、また、その責任 を どう規定す るか、国の枠 を超 えて の相互

認 証を どのよ うにす るのか、等 の課題が 山積 して いる。
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2.国 際 的動 向お よ び 日本 の取 り組 み





2.国 際的動向と日本の取 り組み

(1)総 説

1)国 際的動 向

電子 商取 引を巡 る状況 は、重層的な レベル にお いて複雑 な状況 を呈 して いる。すな

わち、単一の グローバル ・マーケ ッ トを念頭 に置 いた世界規 模の統一的 ない し標準的

なルール策定 を図る国際的な動 きが ある一方 、そのよ うな市場 の基本原則 を巡 って は、

アメ リカ合 衆 国 と欧州 との 間で 先鋭 な対立 が ある。 前者 を代 表 す る方 針 と して"A

FrameworkforGlobalElectronicCommerce"(1997/7/1)が あ り、後者 を代表す る方

針 と して は"AEuropeanlnitiativeinElectronicCommerce"(1997!4!15)が あ る。翻

って 、各 国 レベル にお いては、そ のよ うな世界規模 の標準化 の動 き との調和 と自国利

益 の確保 の両面 の要 請があるが、果 た して世界標準が どの形 で確 定す るか につ いて は

不安定 な基盤 に置かれている。

そ のよ うな状況の中で、1998年10月7日 か ら9日 、カナダのオ タワで、グローバ

ル電子 商取 引に関す る経済協力開発機構(OECD)閣 僚級会 議が開催 され 、3点 の閣僚宣

言 と1点 の報告書認証 がな され た。閣僚宣言 の第一は プライバ シー保護 に関す る宣言 、

第二は消費者 保護に関す る宣言、第三は本人認証 に関す る宣言で あ り、報告書認証 は

課税枠 組みの条件に関す るものであ る。 この宣言の具体 的取 り組み の一 つ として、産

業界か らのア クションプランが公表 されている。その 中心部分 を紹介す る。

次 いで 、わ が国にお ける各省庁 の取 り組み状況の概要 を説明す る。

2)当 面の課 題

上述閣僚宣言 に関す る事項 は、 もちろんであるが、む しろ これ らは妥協 点をえや す

い問題であ った といえるか も しれな い。個別 的問題 に関 して は、各論第 一節で取 り扱

われ る。それ以外 に、強調 され るべ きは、 と りわけボー ダー レスな電子 商取引の基 本

的性質 に由来す る次 のよ うな 問題点で ある。

① 取 引法 、契 約法上、契約 の成立要件 、成立時期 に関す る問題。

② 準拠法(choiceoflaw)、 お よび裁 判管轄Ourisdiction)に 関す る問題。

③ 政府 による規 制、 また は自主規制に関す る問題 。

それぞれ若干の説明 を要す る。
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① 取引法 、契約法上、契約の成立要件 、成立時期 に関す る問題。

伝統的な契約法上 の契約成立時期 に関 して は、法系 また は各国の立法上、発信主義

か到達主義か の差異が ある。それに くわえて、電子商取 引においては、 申込 の誘 引、

申込、承諾および受信確認の態様 が、伝統 的契約の手順 と異なる ことが十分 にあ り、

また時間的 には隔地者 間の意 味が異 なる可能性 が ある。そ こで、契約法 一般 か、 また

は電子商取 引に限定す るかはアプ ローチ の違 いが考 え られるが、た とえば取 引慣行 と

い うものであるにせ よ、何 らか の統一的基準 が望 まれる ところで ある。

この問題 に関 して は、特 にEUの アプ ローチ を中心 と して、各論第2節 で検討 され

る。わが国は大陸法 を母法 とし、法典法 を中心 として解釈がな されて きた ことか ら、

そ の特徴 として、法典解釈 によ り、新 たな 問題で あって もそ の解決 は一応可能で ある

という考 え方 をとるものは少な くな い。その母法 、大陸法 を基礎 とす る欧州が どのよ

うな アプ ローチ を採 ろうとしているか、修 正の必要がな いのか、 または修 正す ると し

て どの範 囲か、 に関 して一つの参考 とな ると考 え られ る。

契約法上 の問題 と言 うことで あれ ば、 さ らに進んで、意思表示の暇疵、効果 帰属、

責任等 の問題 も非常 に大 きな 問題で あるが、それ故 に困難であって現 状公表 されてい

るもので は、そ こまで検討範 囲が及 んで いない ことを付言する。

② 準拠法(choiceoflaw)、 および裁 判管轄Ourisdiction)に 関す る問題。

国際間の検討事項 として は従来 も統一的な基準 は求 め られ てきた。 また 、具体的 に

は、EUお よび新規 に追加 が検討 中であるUCC2Bを 比較対照 とす る ことがで きる。

この点 に関 して は各論第3節 で検討 され る。

準拠法に関 しては、第一に当事者 間の合意、つ いで、合意 のな い場合 の取 り扱 いが

規定 され るという意 味では、黙示 の意思 の推定が行われ るのであれ ば、現行わが国の

法例の規定 は、結論 的にはさほ ど比較対 照 と異な らな いよ うに思われ るというのが、

我々の検討結果 である。ただ しもちろん、規 定の方法 ・表現 上の統 一の余地 はあ り得

る。

問題 は、む しろ裁判管轄 にあ る。ハー グ会議 で従来検 討 され てきたが、現在 の とこ

ろ結論 らしい ものに至 る ことな く、議論が終 了 している。鮮 明な対立 は、消費者保護

に関す るもので あ り、消費者住所 地が裁判管轄件 を有す る とす るか否か に顕著 に現れ

て いる。各国法 にお ける原則 の相 異 また は規定 の方法 によ り、相 当に取 り扱 いに差が

出る問題であ り、個別の国対 国の解 決よ りも、グ ローバル ・ルール の確立が効率的解

決で あろうが、そ う簡単ではないのが現状で ある。

一6一



この問題 もさ らに進めば、外 国判決の承認 ・執行 とい う、実効性確保 の重要 な問題

に及 ぶが、現行各国法で十分 と考 え られ るのか 、まだ議論 がそ の段階 まで成熟 して い

な いか、 いずれの理 由にせよ、現状ではさほ ど検討 され ていない。

③ 政府 による規制 、または 自主規制 に関す る問題 。

産業界 か らの要望 を反映 しているアクシ ョンプラン全体 を貫 く思想 の一つ は、業 界

の 自主規 制 になるべ く問題 をゆだね 、政府規制 は競争市場 を確保す るため に必要 な場

合 に限定 しよ うとす る考 え方 である。

法的 な議論 としては、先に裁判管轄でjurisdictionと い う用語 を用いたが、 この言

葉 は裁判管轄 に限 らず に、政府規制 の及ぶ範囲 とい う意味で も用 い られ る ことに注意

を要す る。す なわ ち、具体的 にイ ンターネ ッ ト上で どの範囲 にまで規 制す なわち主権

が及ぶか 、 とい う重要 な論点が ある。 この意 味で、regulatoryjurisdictionと い う表

現 をとるとすれ ば、裁判管轄 の範 囲と必ず しも一致す る とは限 らない ものであ り、両

者 の概 念 を区別す る ところか ら確認する必要 があるか もしれ ない。ただ し、本 報告書

の性 質か ら、 このregulatoryjurisdictionに は これ以上立ち入 らない。

(2)国 際的動 向

1)EUとUSと の基本政策

国際的動向で前提 として述べ られ るべ き ことは、欧州共 同体 とアメ リカ合 衆国 との

政策方針 の相違で ある。後述 、経済協力開発 機構(OECD)に よる世界規模 の統一 的な

い し標準的なルール策定 のための活動の方 向性 も、 この相違 を前提 として 、決定 的 に

踏 み込 んだ ものにな りきれて いな い部分 がある。

①EU:AEuropeanInitiativeinElectronicCommerce(1997!4)

(htt。//ww、 紙cordis.h1/es)1'it/src/ecomcom.htm)

は じめ に、急速な拡大 を見せ る電子商取 引が、消費者お よび企業 のいずれ に も潜在

的機 会 を与 える ものであ り、低 コス トで国境 を越 えた取 引を可能 とす る点 で、物 理的

な配送 が整 う ことによ り欧州域内の取引に有用性 を与 える ことを指摘 して、イ ンター

ネ ッ ト取 引は アメ リカ に追いつ こうとしてお り、単一市場で、ユー ロを通貨 と して持

つ ことの有利 さを挙 げて、電子商取 引刺激策が求め られ ることを説 く。

次 いで、通信 の 自由化 やテクノ ロジー の進歩 による低価 格化 に伴 い、高度 に競 争市

場が実現 し、 関税障壁 が国際間合意 によ り除去 されつつある ことも電子商取 引を 奨励
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す る要 素で ある とし、一層 のイ ンフラ整備 は、民間部 門および欧州共 同体両者 の課題

で あるとす る。また、相互運用可能性 の確保 も、競 争環境 には重要 である。

消費者 と企業 間の信頼構築 には安 全なテ クノロジー(電 子署名、証 明証や安全な電

子 的決済方法等)の 発展 と同時 に、法的 ・制度 的に予見 できる枠組 みの整備が必要 で

あ り、欧州共同体域 内では域 内市場 原則 に基 づいた一貫 した法規制 の枠組 みが必要 で

ある。規制対象は、適 切な場合 には、電子 商取 引のあ らゆ る段 階に及ぶ必要があ り、

また電子商取 引に影響 を与える、セ キ ュ リテ ィ、知 的財産権保護 、条件付 きア クセス、

プ ライバシー、明確 かつ中立 的な税 制等 にも立ち入 る必要がある。電子 商取 引の性格

か ら、世界規模のコ ンセ ンサ スが必 要であ り、欧州 委員会は政府 および産 業界の議 論

を推進す る。

好 ま しい企業環境 を推進す るため には、欧州 の企業 間の最 良の実 務慣行 を奨励す る

だけでな く、消費者 の認知 と信頼 を強化す る必要が ある。 また、政府 はテ クノロジー

の調達 および早期導入 によ り鍵 とな る役割 を果たす ことにな る。

そ のような視点か ら、欧州委員会 は、2000年 まで に、緊急の課題 と して、技術的、

規制的、支持的活動の枠 組み に取 り組む として いる。

②US:AFrameworkforGlobalElectronicCommerce(1997/7)

(h←wiit£11ist.90v/eleccomm/ec(皿m.htm)

イ ンターネ ッ トがア メリカにお いて、最 も活 発な取 引手段 とな る潜在 力を持 ってお

り、消費者 にとって利便 なもので あるが 、取 引を規律す る予見 しうる法状況 にな く、

政府規制および課税 を危惧 して、多 くの企業 および消 費者 が電子的事業 の拡大 を差 し

控 えて いる現状が ある。 これ に対 して、次 の電子 商取引 を推進す る5原 則 を明 らかに

し、イ ンターネ ッ トが非規制的 メデ ィアで ある ことを保 つための国際的努 力が必要 な

9領 域 に関 して勧告 を明 らか にして、国際的検討 を求 める。

原則1民 間部門主導:イ ンターネ ッ トは規制 に服す る産業 と して成長 してきた も

のでな く、可能な場合 には、産業界 の 自主規 制を奨励するべきである。

原則2不 要な制限の回避:最 小限 の政府介入 の もと、当事者 は適 正に合意による

売買を行 うべきであ り、イ ンター ネ ッ ト上の商業活動 に不要な規 制、手続 き、または、

新税 および障壁 を課す べきでない。

原則3競 争確保:政 府介入が必要 な場合 には、その 目的は予見 しうる最小限の一

貫 し、かつ簡潔な法状況を支持 し強 行する ことにあ り、その役割 は、競争確保、知的

財産権 およびプライバ シーの保護 、詐欺防止、透明性確保および紛争解決 の促進で あ
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り、規制で はな い。

原則4イ ンターネ ッ トのユ ニークな性質 の認識:イ ンター ネ ッ トの爆発 的成長は、

分散的性質 とボ トム ・ア ップ型管 理の伝統 に帰せ られ るので、過去60年 の電気通信、

ラジオ、テ レビに対す る規制 の枠組みは適切でない。電子商取 引の妨 げ となる既存 の

法規 を再検討す べきである。

原則5世 界市場:イ ンターネ ッ ト利用の電子商取 引は、地球規模 で促進 されるべ

きであ り、特定 の当事者 の居住す る管轄地 によ らず、一貫 した予見 しうる法的枠 組み

が必要 である。

勧告1障 壁お よび課税:イ ンターネ ッ トは、地球規模 のメディアであ り、障害の

ない取 引か らはすべての国が利益 を受 けるので、イ ンターネ ッ ト利用の電子商取引 に

新税 を課すべ きでな く、既存 の税制 が適用 され る場合に も、法域 をこえて一貫 してお

り、理解 および運 用が容易であるべ きで ある。

勧告2電 子的決済 システム:商 業的 にも技術的に も、電子 的決済 システムの変化

が急 速で、現 状では、政策 形成 が困難で あ り、柔軟性を欠 く、高度 に規定的な規制は

不適切であ り、 当面、ケース ・バ イ ・ケース の処理が規 制よ りは望 ましい。

勧告3電 子商取 引に関す る統一商法典:両 当事者 の合意 によ り取 引は可能である

が、予見 しうる広 く受 け入れ られ た法原則が存在する ことは便宜であ る。合衆国は、

電子 商取 引を促 進す る国際的商法典 の発展 を支持する。そ こには、電子的契約の政府

によ る承認 、電子署 名その他 の認証手続 きの受容、訴訟手続き外の紛争解決機構、責

任 に関す る予見 しうる準則 、電子 的登録所 の利用の簡素化 等が含 まれる。

勧告4知 的財産権保護:イ ンターネ ッ ト上の電子商取 引は しば しば、知 的財産権

の売買および ライセ ンス に関わ るので、地球規模での、著 作権 、特 許権 および商標 の

保護 が必要 である。 ドメイ ン ・ネー ムと商標法 との抵触 が予想 されるが、契約に基 礎

を置 く自主規制策 が策定 可能か もしれな い。

勧告5プ ライバ シー:利 用者が居心地良 くインター ネ ッ トとい う新 メディアを通

じて業務 を行 うためにはプ ライバ シー保護が不可欠である。データの収集者 は消費者

に、情報 の種類 と使用 目的を告 げるべきであ り、消費者 はそ の情報 の使用 に関 して意

味 のある選択権 を有す る。個 人情報が不適切 に使用 ・開示 され侵害 され るか 、不正確 、

期限切れ、不完全 また は無 関係な個人情報に基づき判 断が なされ た場合 には、消費者

は救済方法が与 え られ るべ きで ある。民間部門での意味 あるユーザー ・フ レン ドリー

な 自主規制的 プライバ シー保護策の努力 を政府 は支持す るが 、自主規制 と技術 を通 じ

て産業界か ら完全 には提 出されな いか もしれ ない適切な解決方法 の発展 に政府 は産業

一9一



界 と協働す る。

勧告6セ キ ュ リティ:世 界規模 の情報 イ ンフラは安全かつ信頼 に足 る必要がある。

政府 は産業 界 と協働 して、市場動向に従 い公 開鍵イ ンフラの発展促進策 を とる。

勧告7電 気通信イ ンフラお よび情報テ ク ノロジー:地 球規模 の電子 商取 引は、近

代的で シーム レスな電気通信ネ ッ トワー クとそれ に付随する通信機器 に依 存する。合

衆国 は競争、消費者 の選択、低価格 およびよ り良 いサー ビスの障害 を除去 するために

国際的 に働 きかける。

勧告8コ ンテ ンツ:業 界 の自主規制、格 付け制度 、お よび子供 に不適切 なコンテ

ンツの排 除のための有効でユーザ ー ・フ レン ドリーなツールの発展 を奨励 する。合衆

国政府は、関税以外の貿易障壁 となるほ ど過重な規制は除去す るよ う貿易相手国 と合

意 を求める。

勧告9技 術標準:イ ンターネ ッ ト上 の相 互運用 可能性 のための技術 標準を決定す

るのは、政府 でな く、市場である。技術 進展の速度が速いため政府 による技術標準 の

確 定は技術改革 の妨 げの危 険に しかな らない。

③US.EUJointStatementonElectronicCommerce

・/・V刃'9
9 )

上記①② と同 じ1997年12月 には、電子 商取 引に関 して、欧州共 同体 とアメ リカ合

衆国の共同声明が発表 された。そ の主 な内容は、次の5点 である。

1

2

3

4

5

そ れぞれ、①② で概要 を述べたよ うに、

決着 をっけず に、表現上合意で きる線 に沿 った ものに とどまっている といえる。

産業主導で、規制を最小限にすること

規制は、自由競争政策を実現する目的のものであること

消費者保護がひいては産業の発展に資する

相互運用可能性の確保

国際的に調和した税制

これ ら5点 は、それぞれの政策の対立点に

2)欧 州 共 同体 の 具体 的動 向

上 記 の 基 本 政策 に基 づ いて 、 欧州 共 同体 はDirectiveに よ り、電 子 商 取 引環 境 を 整

え つ つ あ る。 上 述 した ア メ リカ 合 衆 国 と の 政 策 の 相違 以 外 の点 で は 、そ の基 本 的 な方

向性 は 、ICC(InternationalofChamberofCommerce)の 方 向性 に沿 っ た も ので あ る。

そ れ らに は 、次 の もの が あ る。
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① 「個 人 デ ー タ の 処 理 に 係 る 個 人 の 保 護 お よ び そ の 自 由 な 流 通 に 関 す る 欧 州 議 会 及

び 欧 州 理 事 会 指 令/(Directive95/46/EC)」

(htt):〃uroa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1995/en395LOO46.ht.m})

② 「電 気 通 信 分 野 に お け る 個 人 デ ー タ 処 理 及 び プ ラ イ バ シ ー 保 護 に 関 す る 欧 州 議 会

及 び 欧 州 理 事 会 指 令(Directive97166/EC)」

(htt://euroa.eu.int/eur-lcx/enAif71at/1997/en97L)66 .hln1)

③ 「域 内にお ける電子商取 引の法的諸状況に対す る欧州 議会及び欧州理事会指令案

(1998/11)」(Cf.「 電子 商取 引 の法 整備 をめ ざすEU指 令案 の公 表」659NBL4-

7(1999))

これ らの うち、本報 告書では、 と りわ け契約の成 立 をめ ぐり、③ に関 して 、後 に詳

細 に論 じられ る。

3)ア メ リカ合 衆 国の具体 的動向

アメ リカ合衆 国 の上 述の政策 に基 づ く動向 で、特 に 目を引 くものは、統一 商法典

(UCC)に 電子商取 引に関わ る一章 を追加すべ く、検 討 して いる動きである。作業 中で

あ り、 これ まで起草案が たびたび修正 されているのが、UCC2Bで あ る。回章 は、 ラ

イセ ンス契約 に関す る章 として検 討されてい るが、規定 の射程はよ り一般的で あ り、

契約の成立 要件そ の他 、特 に管轄お よび準拠法 につ いて も検 討す る場合 には、比較対

象 とされるべき内容 を含 んでいる。本報告書 において も、後 述、準拠法および裁判管

轄 に関する箇所 で検 討 され る。ただ し、UCC2Bの 成否 につ いて は、現段階 では断言

できな い。

ま た 、統 一 法 と して 、 平 行 して 検 討 され て い る も の に 、UnifbrmElectronic

TransactionActが あるが、 まだ まだ内容的 には、十 分 に確定的で あるとはいえな い

段階 にあ る。

4)UNCITRAL(Unit・dN・ti・n・C・mmissi・n・nlnt・m・ti・n・1fiad。Law)

UNCITRAI.は 早 くか ら電 子 商 取 引 に関す る 問題 の検 討 を して い る。 従 来 、 当産 業

情 報 推 進 化 セ ン ター の委 員 会 報 告 書 で た びた び 言 及 され て き た 「電 子 商 取 引 モ デル 法

(1996)(htt):〃wwwun.oLat/ullcitra1/en-index.htm)」 は 、と りわ け ク ロー ズ ドなEDI

にお け る契 約 モ デ ル と して だ けで な く、 オー プ ンな電 子 商 取 引 にお いて もな お 前 提 と

され るべ き検 討事 項 を含 ん で い る。

しか し、n対nの オ ー プ ンな 電 子 商 取 引 を前 提 とす る状 況 を迎 え て 、 よ り一 層 セ キ
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ユ リテ ィ に 関 す る 標 準 が 求 め ら れ る 現 状 に お い て 、UNCITRALは 「電 子 署 名 に 関 す

る 統 一 法 案(A/CN.9/WG.IVバVP79,23November1998)」

(h〃wwu11・/uncltral/11-mex.htln)を 検 討 作 業 中 で あ る 。 ち な み に 、 電 子 署

名 に関 して は、アメ リカ合衆国の州の立法例はデ ジタル署名の効 力に詳細 な規 定 を置

くユ タ州 を一方の極 として、暗号方式の技術的中立性 を前提 にする州等、非常 に多様

で あ り、また、国 レベル でも、 ドイ ツデ ジタル署名法(1997年8月1日 施行)は デ

ジタル署名 の法的効果 を規定 しな い方法 をと り、イギ リスでは、TTP(TrustedThird

Party)と い う形 の立法 を検 討中であるな ど一様 でな く、次の課題 として、急 務で ある

が 、国際的 コンセ ンサ スの一致 は困難な状況 にある。

5)OECD(経 済協力 開発機構)

組織の性質上、国際的合意に到達す る困難があ り、 また、やや一般的な宣言 にな る

傾 向 は否めないが、OECDは 電子 商取 引に関わ る事項 に関 しては、着 々 と次の よ うな

成果 をあげてきて いる。

① 暗号政策ガイ ドライ ン(1997/3)

② プライバ シー保護 ガイ ドライ ン(1980!9)

③ 情報 システム ・セキュ リティのガイ ドライ ン(1992/11)

1998年11月 に は、 上 記 の諸 ガ イ ドライ ン を前提 と して 、 閣僚 宣言 が な され た 。そ

の 内容 は次 の4点 で あ る。(簡 単 な 紹 介 と して 、NBLNo.654(1998.12.1)4)

①

②

③

④

プライバシー保護に関する宣言

消費者保護に関する宣言

本人認証に関する宣言

課税枠組みの条件

①③ はそれぞれ プライバ シー ・ガイ ドライ ン、電 子商取 引モデル法 との整合性 をと

る ことが含 まれている。② に関 して は、現在既 に作業 中で ある 「電子商取 引にお ける

消費者保護 ガイ ドライ ン」が1999年 中に制定す る ことが盛 り込 まれて いる。

なお、同閣僚宣言 に対 して、同宣 言 の具体 的行動計画書 として、 アクシ ョン ・プラ

ンが提出 されて いる。アクシ ョン ・プ ラン自体 はICCの 方 向性 に沿 った もの といえる

が、その概要 は、本報告書 にお いて は、後述 され る。
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6)ICCσnternqtionalChamberofCommerce)

ICCは 従 来 、多方 面 に わ た り、電 子 商 取 引 をめ ぐる 問題 点 を検 討 して き た が 、ECP

(ElectronicCommerceProject)と して は 、特 に3本 の柱 で活 動 して き た 。

第 一 は 、GUIDEC(GeneralUsagefbrInternationalDigitallyEnsured

Commerce)で あ り、電 子 認 証 制 度 の利 用 に 関 す る、 国際 的 に調 和 的 な 定 義 規 定 とル

ー ル 策 定 を 図 る もの で あ る 。

第 二 は、ETP(ElectronicTradePractices)ワ ー キ ング ・グル ー プで あ り、 世 界130

カ 国 以 上 か らの メ ンバ ー に よ り、電 子 商 取 引 お よび 紛 争解 決 の た め の 共 通 基 盤 の構 築

を 図 る もの で あ る 。

第 三 は、E-termsProjectと 呼 ば れ る もの で 、当初 は 、オ ン ライ ン ・デ ー タベ ー ス 上

に 電 子 商 取 引 に 関 す る 共 通 の定 義集 を提 供 しよ うと した もの で あ っ た が 、 現 在 で は 、

オ ン ライ ン ・デ ー タ ベ ー ス 上 に電 子 契 約 用 の 雛 形 な い しツー ル を提 供 す る方 向 で 、

1999年 内 を テ ス ト期 間 とす る よ うで あ る 。

こ の う ち 、 公 開 さ れ て い る の は 、GuIDEcで あ る(htt) .〃wwwiccwbo.()rg/

uidec2.htm)。 そ の内 容 は検 討 作 業 中で あ るが 、次 の よ うな 構 成 にな って い る 。

前書き

1背 景

1範 囲と目的

2GUIDECの 基本政策

2電 子 商取 引の到来

1地 球規模 の電子取 り引きシステム の登場

2EDIと クローズ ド ・ネ ッ トワー ク

3EDIと 電子 的方 式 に由来す る効率性

4EDI取 り引き合意

5ク ローズ ド ・システムか らオー プン ・システムへ の移行 とイ ンターネ ッ ト

3電 子 商取 引 と情報 セキュ リテ ィ

1オ ープ ン ・ネ ッ トワーク

2情 報 セキュ リテ ィ

3公 開鍵暗号方式 とデジタル署 名

4保 証 と認証機 関

5バ イ オメ トリック技術
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4現 行法 と電子商取引

1総 論

2方 式要件

3コ モ ン ・ロー上の問題点

4大 陸法上の問題点

5結 論

5国 際的法的 アプローチ

1UNCITRALモ デル法

(以下、章のタイ トル のみ示 し、節以下 を省略す る)

核概念

6用 語集

最善の実務慣行

7メ ッセ ー ジ の 保 証

8認 証(Certification)

結 論

上記 のOECD閣 僚会議 に提 出され たアクシ ョン ・プランは、このよ うな検 討の上で、

ICCを 中心 に作成され た もので ある。次 に、そ の概要 を説 明す る。
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(3)ア ク シ ョ ン ・プ ラ ン の 概 要

こ の ア ク シ ョ ン ・プ ラ ン を 本 報 告 書 で 取 り上 げ る 趣 旨 は 、 必 ず し も 、 ア ク シ ョ ン ・

プ ラ ン の す べ て の 趣 旨 に 賛 同 し て い る と い う理 由 で は な い こ と を 、 は じ め に 断 っ て お

く 必 要 が あ る 。

同 ア ク シ ョ ン ・プ ラ ン は 、AGIobalActionPlanfbrElectronicCommercePrepared

byBusinesswithRecommendationsforGovernments(http二 〃www.iccwbo.orgノ

c(m£erences/FINAI.-AP]7S・)t9.doc)と 題 さ れ て い る よ う に 、産 業 界 か らの 視 点 で 作

成 された もので ある。我が国の政府 は この点 に関 して、現時点で は、評価 な い し言及

を していな い。 いずれ、何 らか の方 向性、 または具体的な対応が表 明 され る と考 え ら

れ る。 しか し、 このアクシ ョン ・プランの記述方法が、産業界 と政府 とのそれぞれ に

対す る勧告 の体裁 を採 って いる事か ら、具体 的な状況が理解 しやす い一面 を有す る と

考 えた。

目次 は次 のとお りである。

目次

1前 書き ダイナミックな電子環境におけるルールに則った商取引

背景

本報告書について

ll基本原則

皿行動計画

1.ユーザーお よび消費者の信頼構築

個人情報 の保護

プライバ シー と国境 を越 えたデータの流 出

イ ンターネ ッ トプライバ シー

消費者 の権限強化(empowerment)/マ ーケティ ングお よび公告 の倫理

消費者の権 限強化(empowerment)

マーケテ ィングお よび公告 の倫理

守秘お よび情報への合法的 アクセス に関する論点

セキ ュ リテ ィ確 保のための技術 開発の奨励

守秘のための暗号
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政府 当局による会社(corporate)情 報 へのア クセ ス

公 的部 門(publicsector)の 情報へ のアクセス

通 信へ の適法 な介入 につ いて

企 業による通信へ の適法な介入

デジタル署名お よび認証機 関

デジタル署名 の法的有効性;証 明証お よびデ ジタル署名 の相互運用

認 証実務 のためのルール の共通 の枠組 について

CPS(CertificationPracticeStatement)の 利用可能性:

認可(accreditation)

2.デジタル市場の基本原則 の確立

契約及び他 の法的論点

法的/規 制的障壁 の排 除

統一的な法的枠 組みの形成

参照(reference)に よる組込 み

実務 上、独 占かつ最善 の法的用語、モデル契約そ の他 の透 明性お よび利用可

能性

紛 争解決

詐欺 およびそ の他 の商事犯罪

責任

課税 および関税

関税

課税

通商の簡 易化 および関税 の近代化

私 的/公 的部 門のイ ンター フェース

関税 の近代化

知的財産権

著 作権 および著作権 隣接権

商標

データベース

3.ECの 情報基盤 の強化

不正競争防止 と通 商関連事項
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通信競争

IT(InformationTechnology)設 備

ECに つ いて の通商関連事項

融合(convergence)

標 準(Standard)

イ ンターネ ッ トの統制

管轄

ドメイ ンネーム システム

4.利益 の最大化 一経済 および社会 的影響 力

経 済および社会的影 響力

中小企 業

技能 の発展

グ ローバルな参加 の確保

イ ンフ ラ整備

モデルユ ーザー と して の政府

IV産 業 の自主規制例

VECの 世界規模企業活動の協 調 連携

前書 きで今 日の電子 商取 引をめ ぐる社 会状況を説 明 した後、次 の基本原則 を説明す

る。

ll基 本原則

企業 には、電子 商取 引の諸 条件が充足 され るには、数 々の基本原則 が電子商取 引 を

律す る政策 を形作るべき との考 えがあ る。 この意味において 、以下 のグ ローバルEC

(GEC)の ための政策原則 を記す。追加 的な認識および洞察が深 まるにつれて 、我々

は これ らの原則 が拡張 され る ことを期待 して いる。

1電 子商取 引の発展 は、市場 の力 に応 じて主 と して民間部 門によって導かれ るべ きで

ある。
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的配分及び一般的利益 の保護 に努 めな くて はな らな い。そ のよ うな介入 は不可避の場

合 に限 り、透 明、合 目的、 自由裁量 の余地な く、比例的、弾 力的かつ技術的 に中立的

な ものでな くてはな らな い。

3政 策策定へ の民間部 門 の入 力お よび関与のため の装置 はすべ ての国および国際的 に

公 開の場で促進 され、広 く使われ な くて はな らな い。

4電 子商取 引の グローバル な性質 を承認 して電子商取 引に影響 を与 える政府 の政策は、

国際的に調和 し、矛盾があ ってはな らず、 また標準設定 に関 して国際的、 自発的かつ

合意 に基づ いた環境で相互運用 を簡易化す るものでな くてはな らな い。

5電 子 商取 引による取 引は、電子 商取 引以外 の手段 によ る取 引と比較 して税 に関 して

中立 的取 り扱 いを受 けるべきであ る。電子 商取引における課税は、確立 され、国際的

に受 け入れ られている慣行 と矛盾せず、かつ最 も負担 の少な い方法で運 営 されなけれ

ばな らな い。

6基 本 的な通信イ ンフラの規 制が、必要な場合 には、競 争の障害 を削減 し、新規サ ー

ビスおよび新規参入者 が、グ ローバルに、オープ ンかつ公平な市場で競争する ことを

可能に しな くてはな らない。

7電 子商取 引への参加 はオー プ ンか つ競 争市場 で遂行 され な くてはな らない。

8.ユーザーの保護、特 にプライバ シー守秘性 、匿名性お よび コンテ ンツコン トロール

は、選択、個 人の権 限強化 、産業 主導 の解 決策 によ り決定 され る政策 を通 じて遂行

され るべ きであ り、 また法が適用 され る場合 には法 に従 った ものでな けれ ばな らな

い。

g.企業 はユーザーにプ ライバ シー 、守秘性 、 コンテ ンツコ ン トロールおよび適切な状

況下では匿名性 に関 して選択権 を行使す る手段 を利用で きるよ うにす る。

10.GII-GIS(GlobalInformationlnfrastructure-GlobalInfbrmationSociety)へ の

厚 い 信 頼 は 相 互 の 合 意 、教 育 、セ キ ュ リテ ィ お よ び 信 頼 性 を 高 め る さ らな る 技 術 的
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革新 、適切な紛争解 決装置の採用 および、民間部 門の自主規制 によ って遂行 されな

くて はな らない。

続 いて 、本論 の実行 計画 につ いて 、

皿実行計画

本章 では、以下 の点 につ き基本的な企業側の見解を記す事 をね らい としてい る。

す なわち

(a)電子商取 引の発展への主な障壁

(b)政府及び企業 によ って既 に開発 されている解決策

(c)各国政府及び企業それぞれの役割

・企業 が特定 の問題 について意 図す る及び同状況における行動;お よび、

・企業 が、各国政府 およびそ の組織 を通 じて とるべ きで ある と考 え る行動

Lユ ーザーお よび消費者 の信頼構築

ユーザ ーの保護 、特 にプライバ シー守秘性 、匿名性お よび コ ンテ ンツコン トロール

は、選択 、個 人の権 限強化、産業主導 の解決策 によ り決定 され る政策 を通 じて遂 行

され るべ きであ り、 また法が適用 され る場合 には法 に従 った ものでな けれ ばな らな

い。

企業 はユーザー にプ ライバ シー、守秘性 、コンテンツコン トロール に関 して選択権 を

行使す る手段 を利用 で きるよ うにす る。

個 人情報 の保護

1.プライバ シーおよび 国境 を越えたデータ流 出

企業行動:

・企 業はプ ライバ シーお よび国境 を越えた個人デー タ流出 の保護 について

の1980年OECDガ イ ドライ ンで定立 された諸原則 を支持 し、 このガイ ド

ライ ンに沿 った公正な情報の慣 行および透明な手続 をとる事 に同意す る。

・企業 は"適 切な保護"を しな い第三国へ のデー タ流 出を制限す る立法 の

要件 を充足す るモデル契約および内部管理手続 を とる。

一19一



1999年 まで に関係 当局 に対 し承諾 を求めて、い くつかの新 たなモデル契約

が発表 および呈示 され るだろ う。

求め られ る政府行動:

・政府 は個人情報保護 のた めの弾力的かつ敏感 なア プローチ を採用すべ き

で あ り、それ にはユー ザー の権 限 を強化す る 自主規 制お よび技術革新 の受

容 を含 む。

・既存 の手続、法律お よび指令 の相互承認 は国際的協 力の もと可能な限 り

早急 に達成 され るべきで ある。

・個 人情報保 護の異な る アプ ロー チ は国境 を越 え るデー タ流出 を妨 げる も

のであ ってはな らな い。他 の法域 にお ける個 人情 報 の保護 の程度 を評価す

る場合 には、判断基準 は保護の客 観的水準 とす るべ きで ある。

2.イ ンターネ ッ トプ ライバ シー

企 業行動:

・企 業はデ ジタル環境 にお ける個 人情報保護 のため の、文化 的 に違 いのあ

るが適切な体 制の相互 承認 を各国政府 と共 に促進 させ る ことを約す。

・企業 はグローバル市 場で の経験 に基づ き、1980年 のOECDプ ライバ シ

ーガイ ドライ ンに矛盾 しな い公正 な情報 の実務 を進 めている
。 これ は 自主

規制 な どの 自発的な規則 および商業 的 に利用可能 な技術 を通 してな され 、

ユーザーの必 要性 と選考 に対応 した高度の プライバ シー保護 を可能 とす る。

・プ ライバ シー保護 の産 業政策 に従 った認証 の問題が 、多 くの消費者 の利

益お よびセキ ュリテ ィ保 障制度 によ ってすで にな されて いる国 もある。

・企業 は新 しい技術 を考 慮 に入れ 、 また効果 的かつ信頼 しうるプライバ シ

ー保護 を与え ることを確 保す るため に既存の 自主規制 の再検 討 を して いる
。

求 め られ る政府行動:

・政府 はイ ンターネ ッ トが新 しい機会 と挑戦 の場 を与 えて くれ る新たな メ

ディアである とい う事 を認識 しな くて はな らな い。

消 費者 の個 人デー タを有 益 に保護 し、企業 の正 当な利益 を保証す るため に、
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規制お よび 自主規制 のシステムは弾力的な ものでな くて はな らない。

・そ の 目的 のために政府 は次 の事 をす るべ きで あ る。

・民間部門 と作 業 を進め 、既存 の 自主規制解 決方 法の弾 力的な解釈 を採 用

す る こと

・プ ライバ シー を高め る技術利用 によ り増大 す る 自主規 制の有効性 および

適切性

の承認、お よび

・そ のよ うな プライバ シーを高 める技術 を適切 に使用す るた めの民間教育

消費者 の権 限強化(empowerment)/マ ー ケティ ングお よび公 告の倫理

機能的 に自由な グ ローバル電子 的市場 にお いては、消費者 の権 限 を高め るさ らに

高性能 なユーザ ー向 きのツールや企業実務が発展 して い る。消費者 に選 択肢 を提供

し、消費者 の経験 を個性化す る小売 りのWEBサ イ トは、幅広 い消費者 の支持 を得

る ことに成功 しつつ ある。

政府 の過剰 な規 制 による ことな くこの 自由市場 を発 展 させ、 グ ローバ ル に拡 大 させ

る ことが 、消費者 の権 限の強化 に不可欠である。

1.消費者 の権 限強化(empowerment)

企業行動:

・真 にグロー バルな市場で の消費者 の保護お よび権 限強化 のた め、 さ らに

高性能 な消費者向 けの権能強化 ツールが開発 され るだ ろう。

・消費者保護 はオ ンライ ン環境で信用 を確立 す るため に重要 な要素で あ り、

また消費者サ ー ビスお よび満足 とい う市場原則 を直 接補足す るもので ある。

よって 、消 費者 の利益 を保護す る会社 が得 る企業側 の利 点が ある。

求められる政府行動:

・消費者保護は適切な企業/消 費者のプラッ トフォームか ら発展 しなくて

はな らない。企業および利害関係者は消費者保護政策策定のための国際的

議論に十分に関与するべきである。

・各国政府は、消費者 としての保護について大衆が選択権 を行使する責任

および能力を喚起するための大衆の教育および権限強化につき主要な役割
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を果た している。

・国際法社会 はサ イバー スペース にお ける準拠法および管轄権 を と りまく

多 くの法的 に複雑 な事項 につき再検討 を始 めたばか りで ある。消費者 取引

を 目的 とす る国家 の法お よび公 開の場 に委任 する尚早な規制 は電子 商取 引

の成長 を深刻 に損 な うことにな りかねな い。 とい うの も、そ の遵守 は企 業

すべて にとって過剰 な重荷 とな り、実際 中小企業 に とって は不 可能 にな り

かね ないか らであ る。

2.マーケテ ィングおよび広告 の倫理

企業行動:

多 くの国の企業 は、産 業 ・貿易 団体 、商工会議所(betterbusinessbureau)

のよ うな 自主規 制の苦情 申立 装置 、および強行 しうる広告 実務 の協 同自主

規制か らな る成熟 した システムが ある。市場倫理 にお ける企 業 の 自主規制

の概念 は、国際的協 力 と合意 によ りオ ンライ ン環境 に、適合 す る進化 をつ

づ けることにある。

・企業 はイ ンター ネ ッ ト上 の広告 お よび市場調査の 自主規制 による解 決方

法 を改善 し続 けるだ ろ う。 また、企業 は既存の装置が実効 的でな いな らば、

実務上最善 のルール違 反 に強行 しうる適切 な国際的 自主規制 装置 を確立 す

るだ ろう。

求 め られ るべ き政府行 動:

・イ ンターネ ッ トのボー ダ レスな グローバル環境 において は
、広 告お よび

販 売促進 に関す る国際的 に矛盾 のある国内法 はクロスボーダー な販売 を妨

害す る。

・政府 は、国家 レベルで の伝統 的公告 についての政府機 関 と企業 の 自主規

制 団体 の既存 の良好 な協 同関係 に もとついて グローバル ベース のイ ンター

ネ ッ ト公告 の 自主規制 を支持すべ きである。

守秘性および情報への合法的アクセスに関する論点

合法的アクセスの論点は、情報の価値の近年の広範な状況変化において早急 に再検討

されなくてはならない。
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エセキ ュ リテ ィ確保 のための技術 開発 の奨励

企業行動:

企業 は電 子商取 引での信用 を確立 す るため にセキ ュ リテ ィを確 保す る技術

の開発 を継続す る。

求 め られ る政府行動:

・政府 は、セキ ュ リテ ィ技術 に関す る基礎 的な民 間部 門の研 究 お よび開発

を支持すべ きであ る。

2.守秘 のための暗号

企 業行 動:

・電子商取 引に とって 、企業 とエ ン ドユーザ ーがそれぞれ の必要性 に最 も

適 した暗号 システム を選択 で きるということおよび選択 された暗号 シス テ

ムが国際的 に機能 しうる とい うことが重要で ある。よ って暗 号製 品およ び

システム の市場 には制 限がか け られ るべきでない。

・企業 は、情報へ の合法的 アクセ スの必要 性 を認識 して いる。企業 は特 定

技術 に依拠す るいかな る強制的 システムに も反対す る。

求め られ る政府行 動:

OECD暗 号政策ガイ ドライ ンは統一的国際的取 り組みの方向性 を決 めるの

に重要 なステ ップで あった。電子商取 引で の強 力な暗号は緊急 に必要 だが、

それ には次 のステ ップで の企業 と政府の協 力が必 要で ある。各国政府 は 、

公 に提供 された標準 的暗号 による解 決方法 の使用 への障壁 を除去す る こ と

で 自由市場で の電子商取 引を高めな くてはな らな い。

各国政府 は次の ことを約す るべきである:

・暗号技術 および アプ リケー シ ョンのすべ ての輸 出管理 をな くす ことお

よび、

・各 国政府 の選択す る規制 と無 関係 に国際的 に安 全な情報交 換手段 の相

互運用 を促進す るよ うに協力する こと。

3.政 府 当局 に よ る会 社(corporate)情 報 へ の ア クセ ス

企 業行 動:
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企業は不正競争防止機関およびその他関係政府機関に最善の実務を推奨す

る。

求 め られ る政府行動:

各国政府 は適 切な防御 手段 を明確化 し、プ ライバ シー と情報へ の合法 的な

ア クセスの適切なバ ランスを達成す るため に企業 と活 動すべきで ある。

4.公的部門(publicsector)の 情報へ のアクセ ス

企業行動:

情 報 ビジネス の足 がか りが正 しい ことを確 保 し、効 率お よび顧客満 足 を促

進す るた め、企業 はその取 引遂行 のた め公 的部 門の情報 にアクセ スす る必

要がある。

国際的原則 は、適 切な場合 には、個 人情 報 の公 正な利用 を保証す るため に

発展 されるべ きで ある。

求め られ る政府行動:

各 国政府 は個 人情報保護 とのバ ラ ンス をとる必要 を認識す る と共 に、企 業

の正 当な利益 を確保す るため に、公 的部門 の情報へ の平等 かつ透明な ア ク

セ スを保証す るべきである。

5.通信への適法な政府介入について

企業行動:

受け入れ られやすい国際的標準の発展が重要である。企業は矛盾を起 こし

かねない標準を案出する広範な政府組織について懸念 している。

求められる政府行動:

既存の盗聴の防御手段に影響 しうる議論には原則 として企業が参加すべき

である。

6.企業による通信への適法な介入

企 業行動:

企 業は、実際 の取 引を証 明す るためお よび、 品質管理 のた め(ク オ リテ ィ
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コ ン トロール)ま た は顧客 の利益 にかな う訓練 目的のた めに通信 を監視す

る必 要があ る。規 制イニ シアチブ の中には この正 当な実 務慣行 を制 限す る

ものが ある。

求 め られ る政府行動:

各 国政府 は、通信 の一 方 当事者 の合意 のみ を もって企業 が正 当な 目的(例

え ば取 引証 明、品質管 理、お よび訓練)の た めに通信 の監視 を継続 しうる

ことを保証すべきであ る。

デジタル署名および認証機関

デジタル署名または電子署名1は通信相手の適切な同一性ならびに、交換するメッセー

ジの真正性および否認防止を確保するために重要である。これが現実化 されるために

は、数々の国際的行動が必要である。デジタル認証はその進化のためには弾力的なル

ールが必要な未成熟な分野である
。融通のきかない、潜在的に矛盾する政府規制の固

定的影響を避けるために、自主規制が優先されるべきである。多 くの国では認証サー

ビスにも関係するルールを含む電子署名法を作成中もしくは既に施行 している。既存

の国内法は実にリベラルなものか ら極端に詳細で扱いにくいものまで様々である。各

国政府はデジタル署名の法的有効性を確かなものにするための重要な役割がある。

1.デジタル署名 の法的有効性;証 明性お よびデ ジタル署名の相互運用性

企業行動:

・企業 はUNCITRALお よびその他 関係 団体 にお いて この分野 で各国政府

1「 デジタル署名」と 「電子署名」の用語は混 同して使われることが多い
。これ は用語の使用に大

きな国際的混乱 を生 じさせてきた。 この論点 の議論は本報告書では適切ではな い。 さらなる情報

と定義はwww.iccwbo.org/guidec2 .htmも しくはwww.ilpf.org/work/ca/drafヒ .htmを お勧めする。

明確 にするために述べてお くと、本報告書での 「デジタル署名」 とは、非対称暗号法 を使ったメ

ッセージの変換で、ある人がメッセージを受け取 り、受け取 った人の公開鍵が正確 に確認 しうる:

(a)サイ ンした者の公開鍵 に対応する秘密鍵 によって変換がなされてお り、(b)サ インされたメッセ

ージが変換 された後
、変更されているか、である。本報告書の 「電子署名」 は 「電子媒体での署

名もしくは、データメッセージに添付され、論理的に関連づけられた ものであり、その者を確認

し、データメッセージの内容をその者が承認 していること」 として報告書では使われている。
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と協働す る ことを望む。

・技術的相互運用性 は民間部 門によって確保 され るべきで ある
。

証 明証およびデ ジタル 署名が法 的 に受入可能 か につ いて は、国内お よび国

際両方 にお いて適切 な政策 によ る支援 の もとに民 間部 門によ って押 し進 め

られ るべ きで ある。

求 め られ る政府行動:

・各国政府 は電子商取 引に関す るUNCITRALの 活動 を奨励および支援す

べきである。 これ には電子署 名、認証機 関お よび 関連す る法的論点 に関す

る最近 の作業 を含む。

・デジタル署名法 およびそ の他 の承認 を求 め る規制手続 は貿易 の障壁 とな

る地域性 その他 の行動 の要件 を規 定 して はな らな い。承 認の判断 に用 い ら

れる妥 当性 に関す る判断基準 は中立的基準 を とるべ きで ある。

・各国政府 によって使 用 され 、承認 され る電 子署名 の標 準は技術的 に 中立

であ るべきで あ り、特 定 の方 法 を支持 した り偏 った りしてはな らず 、技術

革新 を見込むべ きで ある。

2.認証実務のためのルール の共通 の枠組 み

企業行動:

認証実務 のた めの共通 定義 および実務上最 善 のガイ ドライ ンはい くつか の

企業団体か らす でに刊 行 され てお り、企業 実務 を反 映 して継続的 に改訂 さ

れ るだろ う。

求め られ る政府行動:

政府の この分野 にお ける努 力 は基本的 なル ール を提供す る に限 るべ きで あ

り、そ のルール に基 づ いて 商業的認証実務 は市場 の必 要性 に従 って 自由に

発展で きる。従 ってそ の努 力 は国際的 に も調整 され るべきで あ り、認可 の

自主規制による問題解決方 法の存在 も考慮 され るべ きで ある。

3.CpS(CertificationPracticeStatement)の 利 用 可 能 性:認 可(accreditation)

企 業 行 動:

企 業 は責任 の程 度 の多 様 化 を見 込 むCPSの た め の実 務 上最 善 のル ール を発
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展 させ るだろ う。CPSへ のアクセス を簡単 にす る中央貯蔵庫 は企業 によ っ

て発展す るだろ う。

求 め られ る政府行動:

各 国政府 は、相互承認合 意 によって支 援す る認証機 関のボー ダ レスな ネ ッ

トワー クの登場 を容 易にすべ きで ある。各国政府 はそ のよ うな相互承認 を

混 乱 さ せ る 許 認 可 体 制 を課 す べ き で な い 。 必 要 な 場 合 に は 、 認 可

(accreditation)は 任意 の もの にと どまるべ きで あ り、それ は国際的 に承

認 された最善 の実務 に基づ くものでな けれ ばな らな い。

2.デジタル市場の原則の確立

契約及び他の法的論点

企業間の関係において、適切な法的環境のためのすべての努力の基本原則 として、

契約の自由が優越 しなくてはならない。各国政府は、電子契約を可能にし、デジタ

ルで真正性を確認された書類及び契約の法的承認を容易にすることによ り、電子商

取引を支援することができる。各国政府はこの分野において命令的で詳細な立法は

避け、民間部門での自主規制による解決の発展を支持する簡易化立法を発展させる

べきである。

1.法的/規 制的障壁排除

企業行動:

・国際取 引の伝統 的な 自主規 制 の方法 は新 しい企 業実務 に継続 的 に適合 さ

れて いる。

・グ ロー バルな企業社会 は、デ ジタル市場 に対す る既 存 の法的お よび政策

的障壁 を分析 してお り、適 切な場合 には勧告 をするだ ろう。

求 め られる政府行動:

・各国は、可能な限 り早急 にUNCITRALの 電子商取 引モデル法 を実施す

べ きである。UNCITRALモ デル法 の一部 を協定 に高めよ うとい う呼 びか け

もある。

・国際協定 のなか には調整 の必要な ものもある(UN -ECEは 国際的 にな さ

れ るべ き作業の分析 を発表 して いる)。 民間 と公共部 門の国 際的法 律専門
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れ るべき作業の分析を発表 している)。 民間と公共部門の国際的法律専門

家団体にみ られる良好な協力関係は、電子取引にむけての企業 と各国政府

間の将来の協力関係の手本とすべきである。

2.統一な法的枠組みの形成

企業行 動:

民 間部 門で の貿易促 進お よび簡易化 のための様 々な組織 を通 じて、電子的

貿易の 自主規 制のル ール の枠 組みは進化 している。

求められる政府行動:

各国政府は関係国際組織 を通 じて、補助的な理由で(す なわち、自主規制

では不十分な場合に限 り)電 子商取引を可能 とする統一的法的基本ルール

の作成の作業を続けるべきである。

3.参照(reference)に よる組込み

企 業行動:

電子 商取引 にお いて は法 的 に重要 な用語 は参 照によ って ます ます契約 に組

込 まれるだろ う。企業 は、そ のよ うな用語 の完全 な定義 のため の、 よ り効

果 的で透 明かつユーザー にや さしい配送装置 を発展 させ続 ける。

求められる政府行動:

各国政府は、あ らゆる種類の取引に対する参照による組込みの法的有効性

についての基本的国際的原則 に関する作業を続けるべきである。 これ らの

ルールは電子商取引のすべての当事者 に確実性を与えることを目的 とすべ

きである。

4.実務上独 占かつ最善 の法律用語、モデル契約そ の他 の透明性 および利用可能性

企 業行動:

ユーザー にや さ しい参 照 シス テム を有す るオ ンライ ン法律 デー タベースが 、

オ ンライ ン取 引を行 って いる当事者 の用 に供 され るよ うにな るだろ う。

求め られ る政府行動:
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および文書へ 貢献す る ことが求め られている。

5紛 争解決

企業行動:

電子商取引での紛争の解決に際 してはス ピー ドおよび専門技術が重要であ

る。代替的紛争解決制度の提供者はいわば注文仕立ての制度を構築 中であ

る。

求められる政府行動:

各国政府は、電子商取引上の紛争の効果的解決法として自主規制的紛争解

決装置の利用を奨励すべきである。裁判所もまた電子商取引の専門技術 を

発展させるべきである。

6詐 欺および とその他 の商事犯罪

企業行動:

企 業は各国政府 に対 して電子商取 引上 の詐欺 に対抗 す る適切 な行動 に関す

る助言 を継続す るだ ろ う。専 門の企業組織 が企業社会 に対す る詐欺 と詐欺

行為者(fraudsters)に つ いて の情報提供 を継続す るだ ろ う。

求 め られ る政府行動:

・刑事法 、裁 判所 および強行機 関は電子 商取 引上 の詐欺 および コン ピュー

タ犯罪 に対処 す るため によ り専 門技術 を発 展 させ るべ きであ る。 この過 程

にお いて企 業 との密接な協 力関係が不可欠 である。

・デ ジタル署 名 は、ユ ーザーが詐欺 に対 して 自衛 す るた めに重 要で ある。

その法的有効性 は出来 る限 り早 く扱 われ るべ きで ある。

7責 任

企業行 動:

企業 は電子 商取 引上 の責任 についての一般 的な問題 を再検討 し、そ の調査

結果 を関係政 府組織 に提示す るだ ろう。

求められる政府行動:
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契約 の 自由は主導的原則 で あるべ きで ある。各国政府 は電子 商取 引の進 展

を妨 げる可能性 のある責任 のルール の作成 は避 けるべ きであ り、企業 と共

に責任 のルールが必要な分野 の確定作業 をすべ きで ある。

課税および関税

電子商取引を用いてなされる取引は電子商取引以外の手段を用いる取引と比較 して公

平な課税の取扱を受けるべきである。電子商取引における課税は確立した、国際的に

受け入れ られている実務と矛盾せず、最 も負担の少ない方法で執行されなければな ら

ない。

1.関 税

企業行 動:

企業 は、電子 取 引に関税 を課 さな い とい う現在 の実務 を継続 す る とい う

WTOの 加盟 国による決定 を称賛 す る。

求め られ る政府行動:

WTO各 国閣僚は1998年5月20日 に、加盟 国は電子取 引には関税 を課

さな いとい う現在 の実 務 を継続す る旨宣言 した。

2課 税

企業行動:

企業は各国政府 と共にOECDの 状況 を含めて、新技術およびその課税上

の意味を明白にする作業を継続す るだろう。

求め られる政府行動:

課税の公平性は主導的原則である。電子商取引を対象とする新課税や税制

度が課されるべきではない。各国政府は企業か らの意見を得てOECDに

おいて課税問題の議論で大きな進展があった。各国政府は電子商取引の発

展の跡を追うため、および、この急速に発展する分野での課税政策の定式

化の際に企業の実務上の考慮事 由が考慮されることを確保するために企

業 と密接に作業を継続すべきである。
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通商の簡易化および関税の近代化

企業が電子商取引の利点を十分に享受するためには、電子的形態による文書はそれが

デジタル的形態であるというだけの理由で否定されてはな らない。例えば関税に関す

る文書の取扱は、それが電子的形態で作成されうる場合にはよ り速やかでかつ費用効

率 もよいであろう。電子商取引か ら生ずる電子的形態の会計記録および領収証の法的

受容性は、費用を実質的に減 じ、電子取引を簡易化および促進しうる別の例である。

1.私的/公 的 部 門のイ ンター フェース

企業行動:

企業 と各国政府 は、適切なイ ンター フェース にお ける標 準間の互換性 の確

保のため に協働すべ きで ある。

求 め られ る政府行 動:

関税 デー タの要件 に関する作業 はWCOお よびG7に お いて進行 中であ る。

他 の分野 では要件 の調整 のための組織的な努 力はみ られな い。OECDは

課税 に関す るイ ンター フェース問題 に取 り組むた め の適 切な公 開の場で

あ ろう。

2.関税 の近代化

企業行動:

1998年4月 の 貿 易 促 進 シ ン ポ ジ ウ ム(SymposiumonTrade

Facilitation)に 加 えて、企業は関税 の近代化 に関す る問題 についてWCO

およびWTOに お いて各 国政府 と協力 して いきたい。企業 は電子 商取 引に

関す る問題 について関税当局 と協働 し、 また助言 を続 けるだろ う。

求め られ る政府行動:

・企業および消費者が電子商取引の利点 を享受 しうるよ うに
、各 国政府 は

WCOお よびWTOを 通 じて、情報技術利用 によって関税 手続 の効率 およ

び透 明性 を高めるよ う活 動す べきで ある。

・各国政府 は貿 易政策 の問題点、デジタル の形態 の文 書の法的有効性 を確

保す ることに大 きな役割 を果たす。
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知 的財産権

サイバー スペ ースでの無体財産 で ある知 的財産権 を十分 に保護す る ことは、最重要

事項である。

1.著作権 および著作権 隣接権

企 業行動:

・進路 を改善 し、著作 物性 のある素材 を保護 し、権利 を管理す るため の技

術 は開発 されて いる。企業 は政府 と対話 して 、著作権(隣 接権 も含 む)の

'制 度 が知 的財 産権 を保護 しつつ電子 商取 引を発展 させ る形でデ ジタル環

境に適用 され る ことを確保す る。

・企 業は部 門デジタル ネ ッ トワー ク上で発 生す る侵 害 を防止、抑止お よび

対応 するため に協 力す ることを約す。それ には、技術 的保護 手段 の実施 、

ライセ ンス付 与な どの市場での解 決方 法の発 展で発 生す る、法の強行 との

協同お よび侵害 の明 白な証拠 に対 して直 ちに対応す る手続(通 知 を含 む)

の厳正化が含 まれ る。

・企 業は新 しい技術 につ いて の知的財産権 上 の意 味 に関す る情報 を提 供

し続 けるだ ろ う。

求め られ る政府行動:

・WIPOは1996年12月 に著作権条約、実演家及び レコー ドに関す る条

約(CopyrightandthePerformancesandPhonogramsTreaty)を 採択

した。各国政府は直ち に この条約 を、デ ジタル環境 の試 みや機会 を念頭 に

おいて、批准 ・施行すべ きで ある。著作権侵害責任ル ールの適応可能性 に

つ き再検 討す る各国政府 はそれ らのルール がデ ジ タル ネ ッ トワーク環境

で のすべ て の係 争物受寄者 に どのよ うに適 用 され るのか も注意 深 く検討

されな くてはな らない。最終 目標 は、バ ラ ンスの とれた現実的な責任 の枠

組み の創設でな くてはな らず、そ れは国際的規 範侵 害 を抑止 し対応す るた

めの増大 した産業間 の協 力へ刺激 を与 え、責任 の ある企業実務 を促 進 し、

コ ンテ ンツを一般化 ・選択 または管理 しな い媒介者 に経済的 に不合理 また

は技術的 に煩雑で実務 的でない重荷 を課 さず 、かつ、裁判所 の適切な役割

を保 つべ きで ある。

・各国政府 はデ ジタル ネ ッ トワー ク環境で の財産権 を確 保す るさ らな る
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手段 を考 え るべきであ り、実演及 び レコー ド条約で見送 られ た音の記録の

創作者 の保護 および実 演者の保護 のギャプを埋 める ことを含 む。

2.商 標

企業行動:

企 業 は商標法 の国家的 見地 と電子 取引での 国際的特 質 の不一致 によ り生

ず る問題 を提示 してお り、WIPOと 協 同して可能なで の解決方 法 を検 討 し

て いる。(イ ンターネ ッ ト統制でのDNSも 参照 の こと)

求め られ る政府行動:

各国政府 はWIPOに おいて国際的 レベルで協 同 して 、商標 法および政策

の国家間 の相違点が、サイバースペースで商標所有者が 商標 を活用および

保護 す る能力 を妨 げな いよう確保 すべきで ある。

3.デー タベース

企業行動:

企業 は本 事項 につきWIPOの 作業 に貢献 して いる。

求 めれ られ る政府行動:

各 国政府 はWIPOを 通 してデー タベースの知 的財産権 の適切 な保護 にむ

けて作業 を継続すべ きである。

3.ECの 情報基 盤強化

不正競争 防止 と通商 関連事項

あ らゆる水準 の情 報社会 にお ける製品およびサー ビス供与 に関 して の開かれた競争

は、電子商取 引の発達 の前提条件で ある。基本的な通 信イ ンフラの規制 は必要な場

合 には、競争性 を高め、 グローバル にオー プンかつ公正 な市 場 にお いて新 しいサ ー

ビスお よび新規参入 が競争する ことを可能 にする ものでな くてはな らな い。通信 の

融合 、ITお よびマルチ メデ ィアは、最適な結果 をうむ 自由化への努 力に国際的配慮

を必要 とす る重要な 問題 を生ず る。

1通 信競争

一33一



1通 信競争

企業行動:

・企業 は適切な競 争保護 に関す る実務情報 を提供す る ことに関わ って いる
。

企業は、通信サー ビス を低価格化 し多様化す る ことを 目指 した 、開かれ た、

かつ、公正な競 争のため の要 件 を規定 および実施す る ことを、規 制 当局 に

要求 してい く。

・規制 当局 による解 決へ の代 替策 を提供す るた め、競 争者 間 の商事紛争 を

防止および要求 し解決す る手段 につ いて研究 中である。

求 められる政府行動:

・基本電気通信 に関す るWTO合 意 の効果 的な履行 は非 常 に重要で ある。企

業 に相談 して電気通 信 自由化 の経験 を有 す る各 国政府 は、 これ か らそ の動

きを始 めな けれ ばな らな い加盟 国を積極 的 に支援すべ きで ある。基本電気

通信 に関す るWTO合 意 に基づ いて参加 を予定 している各国 は、各国の市場

が合意の程度 を再検討 し、定期的 に調査 を発表 し、適切な場合 はMFN(最

恵国待遇義務)免 除 を撤 回すべ きで ある。

・OECD 、ITUお よびWTOに つ いては、それぞれ の分野 にお けるそのよ

うな支援 を容 易にす る役割 を果た して いる。

・基本電気通 信に関す るWTO合 意 の加盟 国お よび批准 を増や す努力が必

要である。基本電 気通信サ ー ビス にお ける市場 開放 の手順 には以下 の こと

が含 まれなければな らな い。

(1)完全な 自由化の確実な期 日の特定

(2)外国資本 の保有制限 の漸進 的排除、および

(3)レ ファ レンスペーパ ー(http:〃www.wto.org/press/refPap-e.htm基 本 通

信 に関す る検 討委員会)で の完全な採用。

このような取組 は新 しい構成 国のWTOへ の参加交渉 にお ける優先的考 慮

事 由とな るべきである。

2.IT(informationTechnology)設 備

企 業行 動:

企 業 はWTO情 報 技術 協 定(ITA)に 賛 同 し、ITAll交 渉 で 網 羅 した範 囲 の

拡 大 を主 張 す る。企 業 はITAの 非批 准 国がITAの 関税 実 務 を確 定 す る 際 に
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求 め られ る政府行動:

WTOITAは 電子商取 引の発展 にとって非常 に重要であ り、広範 囲にわた っ

て実行 され拡 大 されるべきである。すべての政府 はITAが 適用 され る項 目

リス トを拡大 す る努力 をす るべきで ある。

3.ECに ついての通 商関連事項

企業行動:

企業 は電子商取 引の分野 の通商関連事項 につ いて、WTOが リー ダー シ ップ

を とる ことを奨励 し、障壁 を排除す る優先順位 の確定 に支援 を提供す る。

求 め られ る政府行動:

WTO各 国 閣僚 は、電子商取 引について のすべ ての通 商関連事項検討 のため

の総合的研究 プ ログ ラムを作 る ことを、総会 に委任 した。各国政府 は至急 、

企業 と共 に この手続 を支援す るアジェ ンダ を発展 させ る準備 を開始 しな く

て はな らな い。

4.融合(cOnvergence)

企 業行動:

技術 の融合 は、放送 、ITお よび通信 の規制 において同時的融合 の必要性 を

導 く。融合 は電子 商取引 に重要で あ り、適 切な政策 によ って支援 され るべ

きであ る。企業 は、融合現象 の利益 を完全 に享受す る製品お よびサ ー ビス

をす で に発展 させ、提供 し、利用 して いる。 この発展 は さ らに加速 され る

方 向にある。

求 め られ る政府行動:

OECDとITUは 本事項 にすでに取組 んで きた 。各 国政府 は企業 と協 力 して 、

次 の方針 を適用す る ことによ って、融合 によ り生 じる変化 に備 え、対応 す

べ きで ある。

・通信 および メディア分野の市場力の濫用 防止の主 たる手段 と して 、可

能な限 り競争政策が と られ るべきである。

・政府規 制 は、競 争促 進、希少資源配分お よび正 当な場合 には、公益 目
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・政府規 制は、競争促 進、希少資源 配分 お よび正 当な場合 には、公益 目

的に乱用防止の主 たる手段 としての明確化 に限 られ るべ きで ある。

標 準(Standard)

電子商取引は、取 引のあ らゆる部分 とリンク して端 と端 をつな ぐ鎖 のよ うに統合 し、

巨大な経済的効果 を もた らす。 政府政策によ り、国際的、任 意的、合意ベースで の

基準設定環境の中で相互運用性 は進め られるべきであ る。市場は、既存の基準設定

組織内部 または市場力によ り発展 する、完 全 に相互運用可能な構造 を必要 と して い

る。適切な不正競争防止法 の強行 に加えて、各国政府は関税 、課税、その他 の政府

組織 によ って標準 が受 け入れ られ る ことを確 保 しな くてはな らない。政府 は、政府

調達の メカニズムを通 じて競争標 準を発展す る ことを控えるべきである。市場 メカ

ニズムが政府 の調達必要性 に対応 しない場合 に、民間部門 と政府は即応性、相互運

用可能性のあるイ ンター フェース を協力 して発展 させ るべきで ある。

企業行動:

・電子商取引の標準 は市 場主導であるべきである。

・企業 は国際標 準の発展 のた めに、あ らゆ る関連す る国際標準策 定団体 と

協 力 し続 けるだろ う。

求 め られ る政府行動:

各 国政府 は、企 業 によ り先導 され うる不必要 な標準 への委任 を回避すべ き

で ある。

イ ンターネッ トの統制

イ ンターネ ッ トは、急速 にグローバ ルな電子 商取引の伝達 手段 とな って いるため、

ドメイ ンネー ム管理 のルール を含 めてその統制 のた めの適切 なル ールを発展 させ る

ことが重要だ ろう:

1管 轄

企業行動:

企業 は各 国政府 と協 力 してサ イバー スペースで の管轄 の決定 についての 問
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題の解決策を見いだす。 これ らの問題の部分的な解決策となる代替的紛争

解決装置が、既存の紛争解決組織および法律専門家の協力によって国際的

に発展中である。

求め られ る政府行動:

・適切な ことに管轄 は、UNCITRAL電 子商取 引作業部会が将来 的 に作業 を

予定 して いる事項 の一つで ある。

・各国政府 は、代替的紛争解決の装置の利用 を奨励すべきで あ る。

2.ドメイ ンネーム ・システム

企業行動:

・企業 は、 ドメイ ンネーム ・システム の統 制政策 の策定 と政策発 展 に大 き

な役割 を果 たすべ きで ある。

・企 業 は、 ドメイ ン ・ネー ムにつ いての商事 紛争の早急な解 決 のための特

定 の装置 の必要性 を再検 討す る。

求 め られ る政府行動:

各 国政府 は次 の ことをすべ きで ある

・提案 されて いるイ ンターネ ッ トネー ムおよ びア ドレス シス テム の管理 の

民間部門へ の移行 の支援 を続 ける こと

・移行 プ ロセ スが システムの安定性お よび継 続性 を損 なわず
、既 存 の商標

が保護 され る ことを確保す ること

・ドメイ ンネー ム ・システムの統制 につ いて の企業社会 の十 分な意 見 を確

保 す るためのイニ シアチブ を支援す る こと

4.利益 の最大化 一経 済および社会的影響 力

電子商取 引は、将来 の継続的な経済的成長確保 への革 新的な アプローチで ある。 世

界 を通 して地球経 済へ の電子商取 引の深 いイ ンパ ク トは、間違 いな く経済的効率 、

競争性お よび収益性 を改善す る。 このよ うな環境 にあってあ らゆる発 展段階 にある

国 も次 の ことによ り利益 を享受す る機 会 を受けるだ ろ う。

・企業体 の 内部組織お よび 、管理の効率化

・供給者 および購 入者 の両方 にとっての、取 引効率化お よび取 引コス トの低下

一37一



・例 えば保 健提 供、消費者 への情 報提供 のよ うなサー ビス配 送 の改善 のた めの迅速

な情報提供

電子 商取 引 ビジネス とビジネス間 の確立 した取 引関係、会社 による消費者へ の販 売

および消費者 間での交換 を容 易にす る。国家的 、地域的および グローバル レベル で

の企 業環 境に影 響を与 え、雇用 、産 業およびサー ビス の市場 の成長 、発展 に主要機

会な らび に新 しい挑 戦を もた らす 。従 って、情報量 の多 い者 に対 して も、少 ない者

に対 して も、電子商取 引の経済的利益 を確保す るには国際的協 力が重要で ある。

電子商取 引は、数々の建設的な影響 を与 える:

・仲介点 を削減 し、態様 を変化 させ る ことによ り、生産 と流通 のつなが りを短縮で

きる。 さ らに、ネ ッ トワー クを使 って市場 と供給者 を直接結 合す ることお よび 、在

庫追跡手続 は、費用 を削減 しフ レキ シブルな生産方法 を可能 にす る。

・バーチ ャル シ ョッピング機能 を提 供す る ことによ り、数 々の物品お よびサー ビス

や商品 の小売な らび に新 しい製 品およびサー ビスを閲覧 し、選択す る顧客 の能 力

強化 の機会 を変更す る。

・消費者 コス トの減 少および供給 者 の市場参 入 コス トが下が るにつれて 、市 場競争

が促進す る。

・生産性の向上および新 しい活 動 の展 開によ り、新たな雇用 の機会 が もた らされ る

が、新 しい技能が要求 され る ことにな る。

電子 商取 引を意識 し、それ に付随す る価値 を適切に把握 する ことが困難で ある とす

れば、電子商取引が通常取 引 と同 じ位正確 に評価す る ことは容 易ではない。しか し、

政策的 目的に とってはそ のような データは政策論争 に焦点 をあて るため に必要で あ

る。なぜな ら、その行動 とい うものは電子 商取 引お よびその経済的成長 と発展 への

貢献 を正確 に写 しだす活動 を志向す るものだか らで ある。

中小企業(SME)は グローバル経済 のます ます重要な次元 を代表 している。製造お

よびサー ビス産業の品質管 理や競争性 をもた らす通信お よび情報技術 の能 力の最 小

限の利点 を中小企業が享受 できる ことを確 保す るため、SMEの 電子商取 引へ の関与

を奨励す る特別な努力が必要 である。成長経済 の最 も動 的特質 として 、SMEは 雇 用

の機会 を作 り、GDPを 高める重 要な役割 を担 って いる。電子 商取引よ りSMEに 低
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い市場参 入 コス トで、 よ り大 きな市場 にす る地理的な範囲 を広 げる ことがで きるの

である。

電子 商取 引は我々の ビジネスの方法 を変えて いる。我々は機 械が生産性 を支 配 した

産業経済 か ら、知 的 コンテ ンツが付加価 値の主たる源であ り、地理的境界 のな い情

報 に基礎 を置 く経済 へ と移 行 した。 この新 しい環境 においては、労働者 だけでな く

社会 の全員 に とって、教育 と生涯 学習が重要 になる。産 業、商取引、お よびサ ー ビ

スが技術 によ り変容 されるに従 い、労働者だ けでな く、経営者 および 自営業者 の多

くの技能 は改善 され また は習得 され ることが必要 となるか らである。将来 の教育 は、

公式および非公式 の学習配置 を支援 し、教育 の場 に戻 る成 人を含 めて多 くの人々に

利用可能な もの にな るだろう。イ ンタ ラクティブ ・メデ ィアや遠 隔教育 のよ うな新

しい情報技術 は教育へ のよ り広範 なアクセ スお よび革新的手 引き提 供す るだ ろ う。

将来の経 済的繁栄 と、社会的政治的結合 は教育 を十分 に受 けた 国民 に依存 す るので

21世 紀 には生涯 教育 はすべての人 にとって重 要にな るだ ろ う。

電子商取 引を促進す るため には、企業 と各国政府 による グローバルな協 力の必 要性

を認識す る ことが重要 である。そ れな くしては、世界 の人 口の多 くが電子商取 引か

ら生ず る経済社会的利益 を享受 できな くなる危険が ある。例 えば世 界銀行 の近年 の

推定 によ ると、経済 を発展お よび発生 させ るため の通信イ ンフ ラの改善 には次 の5

年間での$3000億 の投資が必要だ とされて いる。世銀 によれ ば、公共資産 が減少 し

ているた め、この投資 の55%が 民間資本 か ら拠 出され る必要が ある とされ て いる。

よって 、 これ らの国は競争 を促進 させ、的確 な投資や環境 が確 保 され るよ うな手段

をとる必要が ある。

世界の各国は、公共サー ビス の配送 、公共調達手続 をよ り効率的 にす るため に、電

子 的通信 を使 うべきで ある。 この分野で は、 この手続 およびサー ビスが グ ローバル

な規範 と歩 みを一 にす ることを確 保す るため に一層留意す べきであ る。利点 として

は、行政 の効率化、す べての国民へのサ ー ビス提供 の均一化お よび電子 商取 引技術

およびサー ビス利用 で の政府の リーダー シップの呈示で ある。

1経 済および社会的影響力

企業行動:
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企業団体は電子商取引の影響力についての研究および分析を支援 し続ける。

これらの調査は各国政府および国際組織 と共有される。

求め られ る政府行動:

・各国政府 は
,個人消費者 と企 業の双方 の社会 に、電子商取 引の可能性お よ

び社会経済構 造への影響 力にっいて情報 を与える ことを奨励 される。

・各国政府および国際組織 、特 にOECDは 電子商取 引の経済社会 的影響 力

を効率 的に評価 す るため に、電子商取 引 に関連す るデ ー タの収集 ・分析 を

す るよう奨励 されるべ きであ る。

・世界銀行 のよ うな国際 開発 組織 は、各国 の経済 開発 過程 にお いて支持 層

の努 力下 にあ る経済の発 生 に対す る電子 商取 引の潜在 的影響 力 を研 究す る

べ きで ある。

2.中小企業等

企業行動:

企業団体 は、企業団体 および商工会議所 を通 してSME(SmallandMedium

sizedEnterprise)に 対す る市場および技術支援 を促 進す る。企業 は供給者お

よび契約 の機会 に電子 商取 引ネ ッ トワー クへ のアクセ ス を提供す るため に

大企業 とSMEと の間のよ り強 い相互作用 を奨励す る。

求め られる政府行動:

各国政府はSMEに 、グローバル な電子 商取 引によ り提供 され る市場参 入の

機会 に関連する、情報お よび教育 を提供すべ きである。

3.技能 の発展

企業行動:

企業 は政府 と協力 して 、社 会 の全 員 に技術 教育お よび 生涯学 習 を促 進 しっ

づける ことを約す る。

求め られ る政府行動:

・各国政府 は、労働者 が電子 商取 引によ り生 じる新 しくかつ異 なる雇用 を
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享 受で きるよ うにす るため に、障壁 を取 り除 く既存 の労働法 を検 討す べ き

であ る。

・各国政府 は、公式 および非公式 の技能向 上プ ログ ラム の促進 を継続す べ

きである。

4.グローバルな参加 を確保

企業行動:

・既存の企業団体は、電子商取引による利用および利益を促進する際に企

業か ら発展途上国での参加を拡大するように働 く。

・企業は電子商取 引関連事項を処理する国際組織での助言的役割を拡大す

る。

求め られ る政府行動:

・既存 の国際組織 は、それぞれ の活動 プ ログラム での調整 および透 明性 と

共 に、協 力を増大すべ きで ある。

・すべ ての政府 は、情報社会 の利益 への参加 を確実 にす るため に、 オー プ

ンで競 争性 のある電子商取 引の市場 を確保す べ きで あ る。 各国政府 は積 極

的な企業参加 の機会 を拡大すべきである。

5.イ ンフラ整備

企業行動:

企業 は情報イ ンフラの発展のための重要な推進役で あ り続 け る。

なぜな ら、企業 が グローバルな情報イ ンフラの構 築 と、通信 を高め る技術

革新の開発 に必要な民間資本 を動員す るか らで ある。

求 め られ る政府行動:

・電気通信 が、独 占状態 か ら競争環境へ と移行す るにつれ、政府 の重要な

役割 は、競 争誘導行為 、透 明なルール、ユーザー にとっての価値 を確保す

るための中立 的な役割 を経済 にお いて果たす ことである。

・国際組織 は、 グローバル な発展 に関する様 々な事項 につき調和 した政府

活動 および 国際的協 力につ いて公 の場 を提供 すべ きで ある。他 国間組織 に

よ り締 結 され た合意 は投資 を確実 にす るた め に必要 な法 と規 制 を民間部門
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および各国政府 に提 供す る。

6.モデルユーザー としての政府

企業行動:

企業は各国政府 と協 力 して公共 部門 にコス ト効 率の よい電 子配信 システム

を提供す るだ ろう。

求め られ る政府行 動:

・各国政府は、公共機 関 内部 での効率化、 生産 性 を飛躍的 に高める手段 を

提供する新 しい電子配信 システムを使 うよう奨励 され る。

・各国政府はそ の公共 調達 システム を通 して 完全 にオー プ ンで競争性 のあ

る環境 においてな され、 コス ト効率が よ く、技術的 中立的 な商事上 の解決

方法 に基礎 をお く電子 商取 引 を促 進すべきである。

・各国政府は また 、核 とな る公共サー ビス を配送す る新 しい電 子的方法 を

使 うよう奨励 され る。特 に、公共情報 および文化資 源、保健 サー ビスのデ

ー タベース、地方 、地域 お よび 国家 レベル の ウェブサイ トな らび に適切 な

場合 には公共 図書館 およびデータベースに関す るもの にな ろ う。

次いで、 国際的な 自主規制 の具体例が 、多数掲 げ られて いるが 、省 略す る。
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(4)各 省庁 の取 り組み状況

1)概 要

わが国の基本的な対応状況として、1998年10月 のOECD閣 僚宣言にはわが国 も参加

しているが、これ まで、国際的動 向で見てきたよ うな欧州共 同体 のイニシアチブやアメ

リカ合衆国のフレームワークに該 当する統一的な基本政策 の表明はなされて いない。

政府は、官邸内に高度情報通信社会推進本部 を設置 してお り、電子商取引等検討部会

は1998年6月 報告書をweb上 に公表 して いるが、各省庁 の取組み状況 を集約す るに と

どまってお り、また同推進本部決定 として1998年11月9日 付けの 「高度情報通信社会

推 進 に向 けた 基 本 方 針 」(htt,.//www.kantei ."'i/'/1t/98111(kihon.html)は 、 先 の

OECD閣 僚宣言 を受けて、包括的 に各分野 にわたる方針 を公表 したものである。その中

で 「IV.これか らの進め方(2)関 係省庁一体 となった本基本方針の早急な実施」と題す

る中で、

「特に電子商取 引については、 「経済構造 の改革 と創造 のための行動計画」(平 成9年

5月16日 閣議決定)に おいて、 「電子商取 引の本格的な普及 に向けて検 討すべき制度的

課題のすべて似 ついて早急 な検討を行い、その結果を踏 まえて、平成13年(2001年)ま

で に必要な措置 を講ず る」 こととされている ところで あるが、高度情報通信社会推進本

部電子商取 引等検討部会報告書 「電子商取引等の推進 に向けた 日本の取組み」も踏 まえ、

これ を可能な限 り前倒 しして実施 していくこととする。

さ らに、全国民的な情報 リテラシー の向上 を図ることは、経済活力、国際競争力を維

持 向上させていく上で不可欠の要素で あ り、 また、多数の省庁が関係す ることか ら、政

府一体 と して取 り組む。」

と述べ られていお り、重ねて関係各分野の詳細な行動計画が待たれ るところである。

このようなOECD閣 僚宣言 に沿 うよ うに見える基本方針ではあるが、実際に政策 と

して、EUとUSの いずれ に近いか といえば、USの 影響力のためにUS的 な方向にある

と思われ る。政策を表明 して、 これによ り政府主導型のアプローチを採 って こなかった

ことには、 日本固有の状況があると考え られる。

第一は、従来 の国際経済に関す る 日本の態度 として、さほ ど率先 して新分野 を開拓 し

な い場合でも、後発であ りなが ら、製品の優秀性等の理 由によ り、かな りの成功 を収め

てきた ことが考 えられ る。市場の方向性が安定 したところで参入 し、先行投資 の リス ク

を消す、いわば後発 のメリッ トを享受する ことも一つの政策である。ただ し、電子商取

引またはイ ンターネッ ト関連企業 に関 しては、ここまでのところ、先行者がデ ファク ト ・

スタンダー ドを確保 して市場を独 占する という現象が現れて いるよ うに思われる点には
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注意すべきで あろう。

第二は、 日本法制度の問題である。大陸法 に属する 日本法 は、英米法的な契約成立要

件である書面要件や署名要件等を課す ことな く、ほ とん どが諾成契約 として成立す る。

したが って、特 に国内法 レベルの問題 としては、電子商取 引に関する契約の成立 は、現

行法またはその解釈で十分対応できるという考 え方 もあ り、 この点、あえて法整備 を要

しないという立場 もあ りうることが考え られ る。法制度上のもう一つの問題 として は、

わが国では英米法 にお けるよ うな厳格な証拠法が規定されてお らず、証拠の採否は裁判

官 の自由心証主義 による。従 って、電子商取 引上のデ ジタル ・データの証拠力をはじめ と

す る欧米で緊急な対応が必要 と意識 されている諸問題 につ いても、少な くとも国内法的

には対応できるという立場が成 り立つ ことが挙 げ られ る。

第三に、インターネ ッ ト利用の電子商取引は中小企業にメ リッ トをもた らす ものであ

るといわれているが、わが国では従来、さまざまな業種 にお いて、保護的ない し護送船

団式 ともいわれ る政策を事実上 とってお り、競争力の前提が成立 してない恐れがあ り、

また現実問題 として、大きな経済効果 をね らって現在 まで電子商取 引に取 り組んできた

のは、大企業である。おそ らくそのような大企業は技術的 にも法的にも独 自に対応 力を

有す る蓋然性が高 く、政府が先行 しなければな らない必要性が少ないと見積 もられたか

もしれない。

電子商取引に大きな関わ りを有す る主な省庁 として は、通産省 、法務省、郵政省、大

蔵省、経済企画庁等が挙 げられ るが、課題 によっては複数の箇所での検討が独 自にまた

は共同して行われている。電子商取 引に関連す る課題 は、例 えば、情報教育 といった類

の ものまで挙 げていくと枚挙 に暇がなく広範 に過 ぎる。そ こで、契約、プライバシー、

消費者保護、決済、認証、セキュ リティ等、一応 当面の課題 と考え られる範囲に限定 し

て、省庁 ごとに最近の動きを中心 に掲 げる ことにし、特 に、関わ りの深いものに関 して

は簡単な コメン トを付する こととしたが、詳細は各報告書その他 を参照願 いたい。
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2)個 別的課題

① 高 度 情 報 通 信 社 会 推 進 本 部

○ 電 子 商 取 引 等 検 討 部 会 報 告 書(1998/6)

(bl/1・{).ノ/www.kant.ei.,0.◆/'/it/98(622honbun.htnil)

(註:以 下、 「*」を付 した資料は、この報告書に資料 として掲げ られて いる もので

ある)

○ 高 度 情 報 通 信 社 会 推 進 に 向 け た 基 本 方 針(1998!11)

(lliUr.t)〃www.kantei().)/"/it/981110kihon.htnil)

以上の2文 書 に関 しては、上記 「①概要」参照。

② 法 務 省

*電 子 取 引 法 制 に 関 す る 研 究 会

②tt)。//"rWw.me'.0.'

(制 度 関 係 小 委 員 会)報 告 書(1998/3)

/PRESS/980300-1.htm)

内容は、大き くは次 の3点 の導入の検討である。

(1)商 業登記制度に基礎 を置 く電子認証制度

(2)公 証人制度 に基礎 を置 く電子認証制度

(3)電 子署名に関す る法的整備

③ 大 蔵 省

*電 子 マ ネー 及 び電子 決 済 に関す る懇談 会報 告書(1997/5)

01tt.〃wwWmo£)o.'/slnikai/kin・use∬to.htm)

*電 子 マ ネ ー 及 び 電 子 決 済 の 環 境 整 備 に 向 け た 懇 談 会 報 告 書(1998/6)

α≧tt.〃www.inofl2'o.')/sillikai/kinTusei/t().htm)

民間主導 ・国際的調和 の原則 を踏 まえつつ、幅広い事業者 による参入 と利用者保

護および決済 システムの安定性確保の政策 目的の下、電子マネー ・電子決済 に係る取

引の信頼性確保 のため、エ ラー対応窓 口の一元化、利用者 に対す る取 引ルール説明

義務、情報開示 の法制度整備 と、電子マネー発行体の破綻時の利用者保護のための

分別管理等の整備を勧告。

*通 産省 との共 同懇談会 「個人信用情報保護 ・利用の在 り方に関す る懇談会」報告

書(1998/6)(htt.〃wwwmofl(・o.'/sin('ik汕ko'i㎡to.htm)

個人信用情報 の収集 に当たって、情報主体 に利用 目的等 を説明 し同意を とり、 ま

一45一



た国籍、信教、保健 医療、犯歴等のハイ リーセ ンシテ ィブ情報の収集 を原則禁止す

ること。個人信用情報 につき、情報主体 たる本人のコン トロールが収集 、利用のプ

ロセス に反映されるべきこと。個人信用情報の不正取得等 に対する刑罰の適用、原

状回復のための司法的救済、行政機関による監督等による個 人信用情報保護 の担保

手段。

また、適正予信 のための個人信用情報利用 の促進の必要性を指摘。

④通産省

*民 間部 門における電子計算機処理 に係 る個 人情報保護ガイ ドライ ン(1997/3)

同ガイ ドライ ンの具体的項 目は、以下の通 り。

1社 会的差別要 因とな る個人情報の取扱 いの禁止(第7条)

2個 人情報の収集、利用、提供を行 う場合の要件(第8条 、第9条 、第11条 、

第13条 、第14条)

3個 人情報のセキュリテ ィの確保(第17条)

4個 入情報を取 り扱 う管理者 、従事者 の責務(第18条 、第22条 、第23条)

5個 人情報の委託処理に関す る措置(第19条)

6個 人情報の開示、訂正権(第20条)

7自 己情報の利用または提供の拒否権(第21条)

*デ ジタル経済の時代に向けて(1997/5)

デジタル経済政策 の基本原則 として、①変革への積極的取組み と迅速な対応、②

技術 と市場 による問題解決、③安全 と信頼性の確保、④ユニバーサル ・アクセス(中

堅 ・中小企業や情報弱者 に対す る機会均等)の 確保、⑤ 国際協調 を挙げ、政策課題 と

して、以下の ものを挙げる。

1国 際的な政策協調

2取 引関連ルールの整備

3新 たな知的財産権制度 の整備

4セ キュリティ対策

5個 入情報保護

6不 法・有害コンテ ンツ対策

7消 費者問題

8中 堅 ・中小企 業等の取組みへ の支援
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9人 材育成 ・教育

10相 互運用性の確保

11そ の他制度問題への対応

*電 子商取引環境整備研究会 中間論点整理(1997!11)

検討の視点 として、①従来の経済ルール との接続性の確保 、②取 引実態 を踏 まえ

た アプローチ、③ クロスボーダー取 引の進展へ の対応、④柔軟な制度対応 を掲 げる。

つ いで、論点整理 として、

1認 証 システム(認証機関)の在 り方 につき、公的規制 の導入 に慎重であるべきで

あ り、民間の自主的なガイ ドライン設定 を勧奨。電子署名の条件設定 につき、裁判

官の 自由心証主義 を前提に実効的 メル クマールで足 りる こと、電子公証につ き、民

間による多様なサー ビス提供が阻害されないことを提言。

2取 引ルール の構築 に関 しては、私的 自治 を原則 とするが、参照すべき慣行 が希

少な現状では、モデル約款やガイ ドラインが有効。電子商取 引を想定 して いない現

行法整備は取 引実態 の蓄積 を待 ち、慎重かつ柔軟に対応すべき。

3現 行の消費者保護法制 と並行 して、事業者 による自主的なガイ ドライ ン策定 を

図 り、必要 に応 じて措置・制度化 を検討すべ き。また、苦情処理体制整備が重要。

4個 人情報保護については取 引の性質 に応 じた ガイ ドライ ンや技術 による対応

を継続 しつつ、個 人信用情報等 の秘匿必要性が高 く、国際的流通性の高い情報に関

しては、よ り強制力の強い仕組みの導入 を検討すべき。

5不 法なコンテ ンツについては、中長期的 には規制内容の国際的調和が重要。有

害 コンテ ンツについて は、「知 る権利」 と 「知 らない権利」の調整が重要だが、後者

に応 える技術的対応が法規制よ り先決。

6そ の他、知的所有権 関連制度、不正 アクセス、犯罪行為 ・迷惑行為 への対応 、

公正な競争の確保、書面等 を前提 とする既存法制度見 直し、電子決済 、税制、電子

商取引利用環境 の整備等 についての論点整理。

○今後の消費者取引ルールの在 り方に関する提言(産 業構造審議会消費経済部会提

言)(1999/2)(htt):〃wvwlniti,o.i/ress-i/industrv/r9()2151)d .html)

*消 費者取 引研究会(1998!3)

以上二つの報告書の電子商取引に関する立場は、基本的 には、ほ とん ど違 いがな

い。電子商取 引につ いては、厳格 な法規制よ りも技術的対応、民間の自主的対応 に
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よる問題解決 を基本 とす ることが望 ましく、国際間取 引に伴 う消費者 トラブル も予

想 され ることか ら、各国間のルール の整合性 も含め国際的な視点 を考慮 した検討が

必要。

消費者保護の観点か ら、民間の 自主的ガイ ドライ ンを普及 し、ガイ ドライ ン遵守

企業 を識別できるよ うなマー ク付与等 の仕組み を作 るべき。

対消費者向け電子商取 引の広告表示 において、訪問販売法で、業者の電話番号 と

代表者 または通信販売 に関する業務の責任者の氏名を追加すべき(後 者の提言 にそ

って、訪 問販売等 に関す る法律施行規則 の一部改正 によ り、平成10年6月1日 施

行)。 また、悪質業者 に対 しては、関係機関が連携 しつつ法令の厳格な運用 を図るこ

とが重要。

⑤ 郵 政省

○ ネ ッ トワー クを通 じた認 証 業務 の在 り方 に関す る調査 研 究会 報 告 書(1997/5)

・・sq .""一 一)

*ネ ッ トワー ク認 証 業 務 に 関 す る ガ イ ド ライ ン(1997/5)

・ σ'/' 、 、'・ )

上記2点 に関して は、一応、前者の内容を前提 として、後者のガイ ドライ ンが作

成 された もので あ り、その要旨は次の5点 である。

1認 証機関の要件 を、①技術 的安全 ・信頼性、②財務基盤 ③内部管理規程か

ら規定す る。

2認 証機関の業務運用 上の事項の うち、①本 人確認の方法、②公 開鍵証明証 の

内容や取扱い、③内容確認業務の形態、④秘密鍵管理 、⑤業務の中断等について規

定。

3認 証機関 による顧客 関連情報の保護 については、入手すべき情報 を必要最小

限 とし、第三者への開示は本人の同意 または法律上の手続 きに基づ く司法 当局か ら

の要求がある場合に限定する。

4認 証機関が顧客 およびその取 引の相手方 に開示すべ き事項 、お よび秘密鍵管

理の方法等 につき啓発活動 を行 うこと。

5他 の認証機関との相互認証の基準を設 けること。

○情報通信ネ ッ トワークの安全 ・信頼性 に関する研究会報告書(1997/7)
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◆/
一/・ ・q^q.・)

不正アクセス対策のため、同報告書 を受 けて 「情報通信ネ ッ トワーク安全 ・信頼

性基準」(郵政省告示)が改正 されたが、その推奨する要旨は次 の通 り。

1利 用者 のパスワー ドをチェックし、一般的な単語 を排除する機能 を設 けるこ

と。

2重 要な情報につ いては、アクセ ス要求 を記録 し、保存す る機能 を設ける こと。

3ネ ッ トワー クへ のアクセス履歴 の表示、照会機能を設けること。

4一 定期間以上パス ワー ドの変更のない利用者に注意 を喚起する機能 を設 ける

こと。

*電 気通 信 サー ビス にお ける情報 流通 ル ール に 関す る研 究 会(1997!12)

◆ σ" 、gs'、 ・')

インターネット上の違法・有害情報流通等への対応として提言された内容の項 目

は次のものである。

1自 己責任原則の確認

2違 法な情報発信に対する現行法の適用

3プ ロバイダーによる自主的対応

4発 信者情報開示(匿 名性の制限)の 検討

5受 信者が選択することを可能とする技術的手段の活用

6苦 情処理窓口の明確化

7今 後の国内外の動向等を踏まえた検討の推進

*高 度 情 報 通 信 社 会 に 向 け た 環 境 整 備 に 関 す る 研 究 会 報 告 書(1998!3)

/・ss,se/◎s'si'9)

個 人情報保護登録 ・マーク付与制度などの民間の自主的取組み の促進 、無権 限ア

クセス につ いて不作為義務 を課 し、その違反に刑事罰 を科す法制度の検討、および

迷惑通信等 につ き苦情処理 ・相談体制の検討 を提言。

*通 信 ・放送 の融合 と展 開 を考 え る懇 談会(情 報通 信 の多面 的展 開 とサ イバ ー社 会)

(1998/5)(1ユt重)://ww、vmt.σ(/whatsnew/telec)mre)ortO.htm})

主な内容は次の通 り。

1光 ファイバ網 、衛星通信等 の情報通信機版の早期整備
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2政 府が先導的利用者 にな り 「電子的な政府」を実現す るほか、公共機 関が先導的

ユーザ とな り公共アプ リケーシ ョンの開発 ・普及を図るべき

3ネ ッ トワー クの安全性 ・信頼性確保

4次 世代ネ ッ トワークの研究 開発推進 と整備の促進

5そ の他、コンテ ン トの充実、ベ ンチ ャー企業の発展 による市場 の活性化 、技術 開

発の推進 、地球環境問題 と情報通信、違法 ・有害情報 の流通、個 人情報保護、苦情

処理体制 の整備、暗号政策 ・認証制度、知的所有権 の保護、等 についての課題 と対

応 について検討

*ペ イ メ ン トシス テ ム の 変 革 時 代 に お け る 個 人 金 融 サ ー ビ ス の あ り方 に 関 す る 調 査

研 究 会(1gg8/6)

(htt:〃wwvum)t'て).'/)ressrelease/'aanese/kawase/(8060》d301.htm1)

既存のペイメン トサー ビス と併存 させて多様なニーズ に対応する決済手段 として

の新たなペイメン トシステムとして、電子マネー、電子決済および リモー ト・バ ンキ

ングを想定 して、その導入条件 と して安全性 と利便性 を挙 げ、安全性 に関 しては、

セキュリティ向上 と制度的な利用者保護措置および利用者 の責任範囲の確立、 プラ

イバ シー保護 を、利便性 に関 しては、わか りやすいサー ビスの提供、相互運用性 の

確保等の重要性を指摘 し、利用者本位 のサー ビスを目指すべきである。

○電気通信サービスにおけるプライバシー保護に関する研究会(1998/10)

(htt//wwwmt.s・o.i/1℃ssreleaseノ'a)allese/denki/981026d60thtn1D

1991年(平 成3年)に 策定された 「電気通信事業における個 人情報保護 に関す る

ガイ ドライ ン」は、OECDの 「プライバ シー保護 と個人データの国際流通につ い

てのガイ ドラインに関する理事会勧告」(1980年)、 行政管理庁 プライバシー保護研

究会の報告書(1982年)等 を踏まえ、一定の役割 を果た してきた ものであったが、

インターネ ッ トの普及等状況 の変化が著 しく、 これ に対応す るために、個人情報保

護ガイ ドライ ンの改訂案が提示 された。同ガイ ドライ ンは、個 人情報の取扱 いに関

す る基本原則 を提示するとともに、ガイ ドライ ンの実効性確保 という観点か ら、事

業者が取 り扱 う利用者 の個 人情報の種類 に応 じて、できるだ け個別具体的な指針 を

示す方針がとられた。そ の際、1997年(平 成9年)12月 に採択 されたEU電 気通

信個 人デー タ保護指令や アメ リカの1996年 電気通信法 における電気通信事業者等

の顧客情報 に関するプライバ シー保護の規定(合 衆国法典第47編 第222条)等 の
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諸外国にお ける考え方が参考 とされた。

○ 情 報 通 信 の 不 適 正 利 用 と 苦 情 対 応 の 在 り方 に 関 す る 研 究 会 報 告 書(1999/2)

(htt://wwwmt.LTo.i/)ressre'lease/◆aanese/tsllsin/990201>50】01.html)

情 報通 信 の不 適性 利 用 の現 状 と態 様 を踏 まえて 、発信 内容規 制 に関 す る諸外 国の

法制 度 の検 討 を踏 ま えて 、発信 者 情報 開示 の導 入お よび そ の要 件 ・手続 等 を提言 。

⑥ 経企庁

*マ ルチ メディアを活用 した消費者取引に関する研究会(1997/4)

消費者保護の観点か ら、電子商取 引について現行法上生 じうる問題点の分析と同

時 に、クー リング・オフ制度 の一般的な採用、モール運営者の審査基準の開示などの

方策を提案 し、準拠法や 国際裁判管轄、国際的規模のプ ライバ シー保護等 に対する

枠組みの必要性 を指摘す る。

○ 消費者契約法(仮称)の制定 に向けて(1999/1)

9 り )

規制緩和・撤廃の進展にあわせて、消費者、事業者の双方が自己責任原則を実現す

るためには、情報、交渉力等の格差を是正し、消費者が十分に理性的な自己決定を

なしうる環境整備が必要であり、事業者が消費者契約に関する重要事項につき情報

提供をしなかった場合若しくは不実のことを告げた場合又は威迫的言動等をとった

場合には、消費者救済の何 らかの措置がとれること、事業者の定める契約条項が信

義則に反 し消費者に不当に不利益である場合には、無効とされるべきであり、無効

な契約条項の要件が明確化されることが必要である。

⑦建設省

*公 共事業支援統合情報 システム(建設CALS/EC)研 究会(1998/6)

同研究会 の 「建設CALS!ECア クションプログラム」の要旨は次の通 り。

11998年 まで に建設省全機 関において電子データの受発進体制の構築

22001年 まで に一定規模の工事等 に電子調達 システムを導入

32004年 までに全ての建設省直轄事業 に電子調達 を活用
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⑧電子計算機を使用 して作成す る国税関係帳簿書 類 の保存方法等の特例 に関す る法

律(1998/3/31)

従来、紙ベースの書類 を前提 としていたのに対 して、同法第2条 第3号 は、

「電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他 の人の知覚 によっては認識す ることが

できない方式(第 六号 において 「電磁的方式」という。)で作 られ る記録であって、電子

計算機による情報の処理の用 に供 されるものをいう。」

と、定義し、電磁的記録 による国税関係帳簿書類の保存を導入 した。

⑨ 押 印 見 直 し ガ イ ド ラ イ ン(1997/7)

01tt:〃WWw.somUCIrio.σ0.'/TOUkan∫k.anri/OUin.ht・m)

申請・届出に関する負担軽減対策 として押印の在 り方 を見直 し、廃止 を含む合理化

を行 うものであるが、押印の廃止が申請 ・届出の電子化 ・ペーパー レス化に資す る点に

も留意するものとす る、としてデ ジタル ・デー タの書面要件および欧米の署名要件 に相

当す るものの緩和策役割 の一部を事実上果たす。

⑩ 省庁以 外

(1)電 子 商取 引実 証推 進 協 議 会(ECOM)

運 用 ガイ ドライ ン(1998/3)

・/、 ・

「消費者 出店者間の売買に関する

/Iu・ )

同ガイ ドライ ンは、広告 ・宣伝その他商品情報の提供か ら始 ま り、出店者の同一性確

認、契約の締結、決済方法、商品の配送、返品 ・交換 までの取引諸段階に関する規定、並

びに安全性確保、個人情報保護、および子供 を対象 とす る場合 の措置 に関 して規定す る。

(2)イ ンターネ ッ ト上の広告規制 について 日本の広告業界団体 の動き

全体 として業界での合意はな く、今後の課題 として認識 しているにとどま り、各社が

各々の社内基準 に沿 って広告を掲載 しているのが現状である。経済団体による具体的な

行動 として記載するな らば、 日本広告業協会 のイ ンターネッ ト広告推進協議会設立位だ

と思われる。

以下は、問い合わせ先5団 体 の反応である。

1.社団法人 日本広告審査機構(JARO)

・今後の検討課題 として認識 しているものの、現段階では対策な し。

・消費者の苦情受付窓 口として機能 している団体で はあるが、実際はネ ッ ト上の広告
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について の苦情はあま りない。

2.日本広告業協会

・現段階では明確な合意事項はな いものの、協会内にイ ンタ ラクティブメディア小委

員会で検討 は開始 して いる。

3協 会加盟会社の任意 によって 「イ ンターネ ッ ト広告推進協議会」が4月 に設立予定

(3/17リ リース予定)。 ただ し、具体的な方針は未定。

4.全 日本広告連盟

・今後の検討課題 として認識 して いる ものの、現段階では対策な し。

5.公共広告機構

・公共のための広告活動を通 じて 国民の公共意識の高揚を図ることが 目的なので特 に

対応せず。
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3.契 約 の成 立 に関す る考 察





3.契 約 の 成 立 に 関 す る 考 察

一 域 内市 場 にお け る電 子 商 取 引 の法 的 諸 状 況 に対 す る欧 州 議 会 お よ び 評 議 会 指 令 案

(ProposalforaEUROPEANPARLIAMENTANDCOUNCILDIRECTIVEon

certainlegalaspectsofelectroniccommerceintheinternalmarket)

を比 較対 象 と して一

(1)は じめに

1998年11月18日 、欧州議会お よび欧州 評議会 によって 「域内市場 にお ける電子

商 取 引 の法 的 諸 状 況 に対 す る欧 州 議 会 お よ び評 議 会 指 令 案 」("Proposalfbra

EUROPEANPARLIAMENTANDCOUNCII.DIRECTIVEoncertainlegal

aspectsofelectroniccommerceintheinternalmarket".以 下単 に 「指令案」と呼ぶ こ

とにす る。)が 公表 された。この指令案 につ いて は、すで にそ の概要が紹介 されて いる

が(無 署名 「電子商取 引の法整備 をめざすEU指 令案 の公表」NBL659号4-7頁 、1999

年)、 本稿 は、特 に 「契約 の成立 」とい う視点か ら、指令案 の検 討 を行な うもので ある。

そ のような検 討 を行 な う理 由は、以下のよ うな問題関心か らである。

わが国 の契約法 は、意思表 示 につ いて 「(承諾の)到 達主義」を原則 として いる(民

法97条1項)。 しか し、隔地者 間における契約 の成立については民法526条1項 にお

いて 「(承諾 の)発 信主義」を採用 して いる。民法制定時後 、しば らくの間、 この二本

立 ての状況 を説明す る説 は分裂 して いたが、その後 、我妻榮教授の解 釈が通説 となっ

た。す なわ ち、同説 は、民法が契約 の成立 について承諾 の発信主義 を採用 した理 由を、

「契約 の成立 をでき るだ け簡 易かっ迅速 にしよ うとした こと」 に求め られ ると した。

そ して、具体的 に効果 が分かれ る ことになる承諾が到達 しなか った場合 の取 り扱 いに

つ いて 、「承諾は、不 到達 を解 除条件 として、発信 によって効 力 を生ず る」と解 すべ き

で ある と主張 した(我 妻 ・民法講義債権 各論 上巻64-65頁)。 つ ま り、この解 釈 に

よる と、契約は承諾 が発 信 された時点で原則的 に成立 し、両 当事者 は契約 に拘 束 され

る ことにな る。ただ、承諾 が相 手方 に到達 しなか った場合 にのみ契約 は成立 しな いと

いうのであ る。そ の後 、隔地者 間における契約 の成立 について、我妻説 のよ うな理解

は、特 に問題 を生 じる ことな く通説 とされて きた。

ところで、比較法的 に見 るな らば 日本 民法典が採用 している 「発信主義 」 は極 めて

特 異な立法 であ り、ほとんどの国々の契約法 において は、「到達主義」が採用 されて い

る。さ らに、ウィー ン動産売 買条約18条 、UNIDROIT国 際契約原則2.6(2)条 、 ヨー

ロッパ契約法原則2.205条 等 とい うような新 しく制定 された国際取 引上のルールが 、
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契約 の成立 につ いて 「到達主義」を一 当然で あるが一 採用 し、日本 民法 の 「発信主義 」

は国際的な趨 勢か らも乖離 した もの とな って いった。

とはい うものの、わが 国特有 の 「発信主義 」は、電 子商取引が登 場す るまでは大 き

な問題 とはな らなか った。なぜ な ら、「発信主義/到 達主義」というよ うな発 想が生 じ

る前提 であった 隔地者間の契約 は、当該取 引が 日本 国内で行 なわれ る場合で あるな ら

ば日本 民法 の規定 を適用する ことで問題 はないのであ るし、国際取 引の場合で あれ ば、

商社やメー カー というような取 引の 当事者 は、国際取 引の標 準的なルールが 日本民法

の規定 とは異なる こと、すなわち 「発信主義 」ではな く 「到達主義」で ある ことを熟

知 しているであろ うか ら、国内取引 とは別個 の対応 が可能であろ うし、実 際そ のよ う

に対応 しているだろうか らであ る。 また、い うまで もな く、契約 がいつの時点で成立

す るか とい うことは任意規定で あ り、取引の相手方 と交渉 して約定す る ことは妨 げ ら

れな いのであるか ら、事業者間で は取 引の実情 に応 じて契約 の成立時点 が合意 され て

いると考えてよいであろ う(そ れ ゆえ、契約が いつ成立す るか というよ うな議論 を重

要で はな いとす る意見 もあ り得 よう)。

しか し、電子商取 引(ElectronicCommerce=EC)が 現実の もの となった当初か ら、電

子 的なデータ交換(ElectronicDataInterchange=EDI)に よって契約が締結 され る場

合に、そ のような契約の成立 につ いて も、従来 の 「発信 主義」が妥 当す るか否か、 あ

るいは 「発信主義」 を維持 できるか否 か とい うことが、契約法 にお ける重要論点 と し

て取 り上げ られ るようになった。

なぜな ら、電子商取 引、特 にイ ンターネ ッ トのよ うなオー プンなネ ッ トワー クを利

用す る電子 商取 引の場合 には、今 まで想定 されてきた契約 とは異なる問題が 生 じるか

らである。

た とえば、「発信主義 」か 「到達主義 」か、とい う議論 には、隔地者 間にお いて契 約

交渉が書簡 ・郵便等 を用 い られて行われ る結果、承諾 の発信時 と到達時に一場合 によ

って は数 日 ・数週間 ・数 ヶ月というような一 時間差が ある ことが前提 とされていた。

しか し、電子的なデー タの交換 は瞬時 にされ るもので ある し、また、情報交換 の迅速

性 は電子商取引 に期待 されて いる ことの一つで ある ことか らす ると伝統的な手段 によ

る意思表示 と電子商取 引によるそれ とを同列 に論 じる ことはできな い。

それ にもかかわ らず 、わが 国において電子 商取引 にお ける契約の成立時 につ いて議

論が されて きたのは、実は、電子 商取 引には 「発信 主義」が妥 当 しないのであるが 、

わが国の契約法がその妥当 しない 「発信主義 」を原則 としているか らに他 な らなか っ

たか らである と言 うことができよ う。つ ま り、民法の条文 と電子 商取 引に求 め られて
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一
いる規 律のあ りかたに乖離があ り、それ を埋 めるための解釈論が興 隆 した ので あった。

今 日、 このよ うな議 論は収束 に向かいつつあるよ うに思われ る。す なわち 、電子 商

取引 にお ける契約の成立 については、発信主義ではな く到達主義 が妥 当す る との学説

が有力 に主張 されてお り(内 田貴 ・民法1[第2版]43頁 、1999年)、 これ は大方の

賛同 を得て いると言 って と思われる。 さらに一歩踏み込 んで 、電子 商取 引につ いて、

わが国 にお ける立法の あ りかたが提唱 され、かつ、具体 的な草案 が公表 されて お り(内

田 「電子商取 引と民法」別冊NBLno51債 権 法改正の課題 と方 向318-326頁 、1998

年)、 そ こで も到達主義への改正が主張 されている。

さて、本稿で紹介す る指令案 もまた、後で詳 しく見 るよ うに契約 の成立 について到

達主義 を採用 して いる と言 えよ う(指 令案 第11条)。 そ して 、同条 による契約の成立

時 に関す る規定 の構造 は、電子商取 引の特性 を踏まえた結果、複雑 な もの になって い

る。そ こで、本稿では この第11条 を中心 に指令案を紹介す る[(2)]。 それ に続いて 、

この指令案が電子商取 引に関す るわが国 の契約法をめぐる議論 にどのよ うな示唆を与

えるものにつ いて、若干 の考察 を行な う こととしたい[(3)]。

(2)指 令 案 の内 容

① 指 令 案 の全 体 像

指 令案 は、 全 体 が 大 き く二 部 に分 か れ る。 前 半 は 、 エ グゼ キ ュテ ィ ヴ ・サ マ リー と

各 条 項 につ いて コ メ ン トした 付 属 書(annex)、 後 半 は 、前文 、5章27条 か らな る条文 、

付 属 書1・llと い う よ うな 構 成 で あ る。 これ らの う ち、 条 文 お よ び 付 属 書 の 部 分 は 、

以 下 の よ うな 構 成 され て い る。

第1章 総 則(Generalprovisions)

第1条 目的 お よび 適 用 範 囲(Objectiveandscope)

第2条 定 義(Definitions)

第3条 域 内 市 場(Internalmarket)

第2章 諸 原則(Principles)

第1部 設 立 お よ び情 報 の必 要(Establishmentandinformationrequirements)

第4条 認 可 に先 立 つ 原則(Principleexcludingpriorauthorization)

第5条 提 供 され るべ き 一般 的 な情 報(Generalinfbrmationtobeprovided)

第2部 商 業 通 信(Commercialcommunications)

第6条 提 供 さ れ る情 報(lnformationtobeprovided)

第7条 要 請 され な い 商業 通 信(Unsolicitedcommercialcommunication)
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第8条 規 制 さ れ る 事 業(Regulatedprofessions)

第3部 電 子 的 な 契 約(Electroniccontracts)

第9条 電 子 的 な 契 約 の 取 り扱 い(Treatmentofelectroniccontracts)

第10条 提 供 さ れ る 情 報(lnformationtobeprovided)

第11条 契 約 締 結 時(Momentatwhichthecontractisconcluded)

第4部 仲 介 者 の 責 任(Liabilityofintermediaries)

第12条 単 純 回 線(Mereconduit)

第13条 キ ャ ッ シ ン グ(Caching)

第14条 ホ ス テ ィ ン グ(Hosting)

第15条 傍 受 者 の 免 責(Noobligationtomonitor)

第3章 履 行 強 制(Implementation)

第16条 行 為 規 範(codesofconduct)

第17条 裁 判 所 外 の 紛 争 処 理 機 関(Out-of-courtsettlement)

第18条 法 廷 で の 訴 訟(Courtactions)

第19条 当 局 間 の 協 力(Cooperationbetweenauthorities)

第20条 電 子 的 な 媒 体(Electronicmedia)

第21条 制 裁(Sanctions)

第4章 適 用 範 囲 か ら の 除 外 お よ び 一 部 修 正(Exclusionsfromscopeand

derogations)

第22条 除 外 お よ び 一 部 修 正(Exclusionsandderogations)

第5章 諮 問 委 員 会 お よ び 最 終 条 項(Advisorycommitteeandfinalprovisions)

第23条 委 員 会(Committee)

第24条 再 審 査(Re-examination)

第25条 履 行 強 制(implementation)

第26条 発 効(Entryintoforce)

第27条 名 宛 人(Addressees)

付 属 書1本 指 令 の 適 用 の 領 域 か ら除 外 さ れ る 行 為(activitiesexcludedfromthe

scopeoftheDirective)

付 属 書ll第3条 か ら の 一 部 修 正(derogationsfromArticle3)

②電子的な契約に関する部分の概要

電子的な契約に関しては、第9条 か ら第11条 までの3箇 条が置かれている。それ

一58一



らの うち契約 の成立時 に関す る第11条 につ いては後で詳 しく述べる ことに して、契

約の成立時 の前提 とな る電子 的な契約 の取 り扱 いを規律す る第条および電子的な契約

に際 して 当事者 に提供 されるべき情報 の内容 につ いて定 め る第10条 について簡単 に

言及す る。

(なお、第9条 か ら第11条 の条項お よびコメン トの試訳 を本稿の末尾 に付 したの

で参照 され たい)。

まず、第9条 第1項 は、電子的な手段 による契約の締 結 を保証す るよ う加盟各 国 に

義務づ ける宣言 的規定 とな って いる。本 条項 の コメン トは、以下 のよ うな詳細 な具体

的例 を挙 げて電子商取 引の発展 を阻害す る要因の除去 を加盟 国に求 めている。

一電子 的 メデ ィアの使用 を明 白に禁止 または制限す る諸規定 を廃止す る こと
、

一電子 的代理 〔intelligentelectronicagents〕 のよ うな ある種 の電子的 システ ム

の使用 を妨 害 しな い こと、

一電子 的契約 に対 して弱 い法的効果 を与えな いこと。そ のよ うな効 果 しか与 えな

い と、紙 による契約 の利用 に実 際上便宜 を図ることにな って しま う。

一電子 的手段 によ って充足 されな いか、 もし くは、よ りあ りがちな ことに形式 的

要件 が電 子的契約 にどのように解 釈 または適用 され るか不 明確 なた めに法 的不

明瞭 さを惹起する形式的要件 を適合 させ る こと。 これ は署 名要件 に影響せず 、

すで に電子 署名の共通 フ レーム ワー クに関す る指令案 によ って包含 されて いる。

形式 的要 件 の解釈 に関す る法的不明瞭 さは電子的契約 の効果 的な利用 に対す る

もっ とも頻繁な障害で ある。加盟国が検討 し、適 切な場合 には、修 正 しな けれ

ばな らない要件 の例 は、すなわ ち、

契 約過程 に用 いられ る媒体 に関 する要#、 すなわ ち 「紙(paper)」 上 の契約 、

「書かれ る(written)」 契約、送付 される 「書面(letter)」(確 認書 面、契約予

備書面)、 提示 され る 「書類(document)」 、用 い られ る特定 の 「書 式(form)」 、

契約 の 「原本(originalcopy)」 の存在、一定数の 「原本(originalcopies)」(一

人一部)の 存在、 「印刷(printed)」 または 「公示(published)」 され る契約

人的参加要 件、す なわ ち 自然人 によ りまたは両 当事者 の参加 の下、交渉 また

は締結 され る契約、特定 の場所 で交渉 または締結 され る契約

第 三者 の関 与 に関 する要件、す なわち公証人によ って準備 または認証 され る

契約、複数証 人の立 ち会 いの下 に締 結 され る契約、個 人 または 当局 に登録 また

は届出 され る契約

ここで言及 され ている 「電子 的代理 〔intelligentelectronicagents〕 」 とは、た とえ
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ば、インターネ ッ トによる売買契約 にお いて、買 い注文 に対 して 自動的/機 械 的に、

受注 した旨の返事 をす るよ うな システムであ ると想像 され る。 このよ うにシステム に

本 来人間がする ことが前提 とされ ていた意思表示 を 「代理」 させ る ことは、一 意思表

示理論や代理法の視点 か らの検討 はひ とまず置 いて一 電子商取 引を進展 させ るため に

は 必 要 な こ と と 思 わ れ る 。 そ し て 、 多 く の 場 合 、 い わ ゆ る 受 注 の 「確 認

〔acknowledgment〕 」が、この電子的代理に親 しむ し、そ こで多 く利用 され る ことに

な ると思われ るので あるが、 この ことは、後 に触 れ る第11条 との関連で留意す る必

要が ある。

つ ぎに、電子 商取引 にお いては、原則 と して 「電子 的な手段 による契約 の成立 の方

法が 、サー ビス の提供者 によって 明白かつ明確 に、かつ、契約 の締結 に先立 って説明

されな けれ ばな らな い」 とされ る(第10条 第1項)。 そ して特 に提供 されな ければな

らない情報 として、

・契約の締結のため に従 われ るべき異なった諸段階

・締結された契約が記録 され、かつ、ア クセス可能 とな るか どうか

・誤操作訂正 のため の既存 のいかな る手段

とい う3点 が 同条項 に挙 げ られて いる。

これ ら第10条 第1項 の規定か らする と、契約 に際 して同条項が要求する説明がさ

れ なければ、そ もそ も契約は成立 しない とい うことにな ると考え られ る。同条項か ら

は、 どのよ うな手段で これ らの説明が されるべきか という ことは必ず しも明 らかでは

ないが、電子的な契約で ある以上、 これ らの説明 も電子的 にな され る ことが前提 とさ

れ ていると想像 され る。

③契約の成立時 につ いて(第11条)

さて、契約の成 立時 についてである。登記 等が必要な物 を目的 とす る契約 につ いて

は、加盟国 は本 指令案 の対 象外 とす る ことが でき るとされて いるので、契約 の 目的物

としては、動産が前提 とされてい るよ うで あ る(第9条 第2項 参照)。 そ して、申 し

込 み と承諾 の合致 という観念的な契約の成立 、あ るいは物品 の引渡 しと代金の提供に

よ って契約 の成立 と履行が 同時 に終 了する現 実売 買な ど とは随分異な る発想の下 に契

約の成立方 法が規定 されて いる。

本 条は、あ くまで任意規定 とされ るが、 アイ コ ンをク リック して契約が締 結 され る

場合 には、原則 的に以下 のよ うな形態で契約が成立す る もの と規定す る。

一サー ビス受領者が、
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サ ー ビ ス 提 供 者 か ら電 子 的 手 段 で 受 領 者 の 承 諾 に つ い て の 受 領 確 認

(acknowledgement)を 受領 し、かつ、

受領 確認の受領 を確 認す る(confirmation)、

とき に契約は締結 され る

一受 領 確認(acknowledgement)お よび確認(con缶mation)が 発せ られ
、当事者 が

それ らにアクセス でき る とき、受領確認(acknowledgement)は 受領 され た と看

倣 され、かつ、確 認(con丘rmation)は 与え られた もの と春 恨 され る

一見す る と複雑 な規定 のようで あるが、要す るに以下 のよ うな ことを述べて いるの

で ある。

原 則 型:契 約 の 申 し込 み と承 諾 だ け で な く 、 承 諾 を 受 領 した と い う 確 認

(acknowledgment)と そ のacknowledgmentを 受 領 した とい う確 認

(confirmation)と いう2つ の確認がされた時点 を契 約成立時 とす る。

擬 制型:acknowledgmentとconfirmationと いう2つ の確認が発せ られ アクセス可

能な状態 にある場合(相 手側のサーバー に記録 されて いるよ うな状況 と思料

され る)に は、2つ の確認が されたものと看 倣 され 、そ のよ うな状態 を して

契約が成立 した もの と看倣 される。

そ して これ ら2つ の確 認は、 当事者 によって速やか に され るべ き ことが要請 されて

いるのであ る。

このよ うに、acknowledgmentとconfirmationと い う2つ の確認が要求 された こと

によ って、契約 の当事者 は、そ れぞ れ相手方が提示す る契約 条件の確認および 自らの

契約意思 を念入 りに確認す る ことができる ことは改 めて い うまで もな い。 また、デー

タの信懲性 も高 まる と考 え られ る。 しか し、先ほ ど見た よ うに指 令案第9条 第1項 で

は、電子 的代理 の利用が 可能 とされ ているのだか ら、多 くは売主 によ って発せ られ る

と思 われ るacknowledgmentは 電子 的代理 によって処 理 され る ことにな ろう。そ うで

な くて 、いちいち自然 人によって検討 ・発信 されるacknowledgmentを 要求す るとす

るな らば、そ のコス トの増大 を招 くことか ら、電子商取 引の進展 に とってマイナス と

な って しま うか らであ る。

このよ うに して 、指令 案 は契約 の成立 に一見非常 に慎重な姿 勢 を採 った とい うこと

がで きる。 もちろん これ には、相手方 を見 る ことができず 、 またデー タの第三者 によ

る改憲 の可能性 がある ことや、そ もそ もデー タの不到達 が起 こり得 る電子 商取 引 にお

いてはや む を得 ない対応 である とい うこともできよ う。 しか し、2つ の確 認 を求 めた

ことは、い くつか の問題 を提起 しもす る。
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まず 、確認 を要求 した ことによ るコス ト(通 信費用)の 増大 が挙 げ られ よ う。

つ ぎに、 申し込み/承 諾→acknowledgment→confirmationと いう段階 を経て契約

が 成 立 す るわ け で あ る か ら、 最 初 の 段 階 で あ る 申 し込 み と最 後 の 段 階 で あ る

confirmationの 間には場合 によっては、かな りの時 間が経過 して しまうことが考 え ら

れ る。そ こで、契約が成立す る以 前の段階で生 じた法 的 トラブル をどのように処理す

るかがあ らためて問題 となるよ うに思われる(い わゆる 「契約締結上 の過失」の議論)。

さ らに、二種類 の確認acknowledgment/con丘rmationに ついて 、それ らは一度発せ

られたな らば、それ らの撤 回は許 されな いのか とい うよ うな こと も気 にな る ところで

あ る。

最後 に、 これ らのよ うな確認 を要求 した として も、そ もそ も害意 を持 ってす る 「な

りす まし」や 「くもが くれ」 について いうな らば、有効 な防止策 になるとは必ず しも

いえな いことである。

(3)わ が 国の立法(案)へ の示 唆

それでは、指令案第11条 のよ うな契約成立 に関す る規定 の仕方 を前 に して 、どのよ

うな ことが考 え られ、 また、わが国 の立法(案)へ のいかなる示唆をそ こに見出す こ

とがで きるであろうか。

ちなみに、内田教授 は、現行 民法526条1項 を、新た に 「隔地者間の契約は承諾の

通知 が相手方に到達 した る時 に成立す」 るというよ うに可能な らば改正す る ことを提

言す る(前 出 ・内田 「電子商取 引 と民法」321頁)。 この内田草案 は、時期 的には指令

案 の前に公表 された ものであるか ら、指令案 を踏 まえた検 討は されていないが、指令

案 を念頭 に置いた場合、単 に古典的な 申 し込み と承諾の合致の時期だけの問題 として

契 約 一 特 に 電 子 的 契 約 一 を と ら え る こ と で 充 分 で あ ろ う か 。 指 令 案 が 、

acknowledgmentとconfirmationと い う一見迂遠な2つ もの確 認 を経て電子商取引

における契約が成立す るもの とした こと踏 まえ立法論 を練 り直す必要があるよ うにも

思 われ るのである。なぜな ら、少な くとも消費者保護 というよ うな立場か らは、契約

に対 して熟考 を促 し、ク リックやイ ンプ ッ トのミス を回避す る可能性が高 まる ことが

期待 され るので、「確認」を契約成立 の必要要件 とす る ことに意義が見出せるか らであ

る。 これ に対 しては、事業者側か ら、通信 コス トが増大す る(回 線使用料の ほか に、

ログの保管 コス トもある)等 の反論 が予想 され る ところで ある。 しか し、例 えば 「確

認 」をする事業者 につ いて は、通信販 売法 にお ける書面交付義務 を免除す るな どして、

事 業者の負担 を軽減す る ことも可能 であ り、現行諸制度 と電子的手段 によってで きる
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こと機動 的な調整 を図 る ことも可能な ように思われ る。

また、最近(平 成11年3月5日)、 日本弁護士連合会(日 弁連)が 発表 した 「電子

商取 引にお ける消費者保護 に関す る提言」 には、時 間的な制約か ら検 討対 象 とする こ

とができなか ったので あろうが、特 に指令案 に言及 した記述 は見 当 らない。もっ とも、

契約 の成立 というよ うな問題は理論的 ・学問的な問題で あ り実務 においてそ の重要度

は低 く、電子商取引 にお ける認証や個人情報保護な どの実務的な 問題 にむ しろ関心が

いって いるか らである とも思われ る。

また、わが国では、た とえ契約が成立 して いよ うとも、契約(債 務不履行)に 基づ

く損害賠償請求 と不 法行為に基 づ く損害賠償請求 とが訴訟にお いて選択的 に利用で き

る ことか ら、救 済の面か らのアプ ローチにおいて、契約の成 立の有無 はあま り違 いが

な いとい う事情 も契約 の成立 とい う問題 にあま り強い関心 が抱かれな い原 因で あると

も思われる。 しか し、国際的な電子 商取 引を考 える とき、法域 によ って は トラブル を

契約が成立 している ことを前提 に契約法で処理するのか 、契約が 成立 して いな いので

あるか ら不 法行為法 あるいは不 当利得法で処理するのか は、 まった く別個 の問題 とさ

れ得 る可能性が ある。そ のような場合 には契約が どのよ うな要件 で、いつ成立 し、い

かなる効果 を生 じるのか ということを検 討 し、明確 にす ることに、なお意 味がある も

の と思われ る。 したが って、到達 主義 による契約 の成立が国際的な標準 となって いよ

うとも、 あ らためて、それ を電子 商取引 に引き付 けて検 討 し、規 定す る ことには、E

U加 盟国 とっては少 なか らず必要 と考 え られた のであろ う。そ して、指令案 に基づ い

て、EU加 盟各 国にお いて契約法が起草 され るな らば、そ の影響 はわが国 にとって も

少な くない と思われ る。
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資料

(指令案条項およびコメン トの一部仮訳)

第2章 諸原則

第3部 電子的な契約

第9条 電子的な契約の取 り扱い

第1項 加盟国は、諸契約が電子的に締結されることを各国立法が認めることを保証

するもの とする。加盟国は、契約過程 に適用され うる法的要件は、契約が電子

的に締結されるという理由で、電子的な諸契約の有効な利用を妨げず、またそ

のような契約の法的有効性が剥奪される結果を齎 さないことを特に保証するも

のとする。

第2項 加盟国は、第1項 は以下の諸契約に適用されないと規定することができる。

公証人の関与を要件とする諸契約、

有効であるために官公所への登録が必要とされる諸契約、

家族法の領域に属する諸契約、

相続法の領域に属する諸契約。

第3項 第2項 に規定される適用除外の一覧表は、第23条 で規定される手続に従い

当委員会(theCommission)に よ り修正され うる。

第4項 加盟国は、第2項 に規定 される適用除外に包含される契約類型の完全な一覧

表を当委員会に提出するものとする。

(コメン ト)

第1項

本項は、電子的契約を現実に使用可能にすることを加盟国に要求 している。本項は、

電子的契約の法的有効性の他の面に触れずに電子署名の法的有効性 という論点に専 ら

向けられている電子署名の共通フレームワークに関する指令案を補完している。 これ

が意味するところは、加盟国には達成義務すなわち電子的契約の使用を妨害、制限ま

たは阻止するような諸規定の システマティックな再検討を実施し、かつ、この再検討

を実質的に実施する義務がある。すなわち、諸規定における(た とえば 「紙」のよう

な)キ イワー ドを単に修正 しようとするのではなく、電子的契約の 「効果的な」利用

を事実上妨害す るかもしれないすべての事柄を摘示するような方法がなければな らな

い。

加盟国によって実行 される分析範囲は、契約の現実的な締結の段階のみでな く、契

約過程のすべての段階、および、契約に用いられる諸媒体の問題 を包含 している。契
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約過程 の多様な段階 とは、すな わち、取 引の誘引または契 約の 申込そ のもの、交渉 、

申込(契 約 に入 る誘 引すで にある場合)、 契約締結、登記 、解 除 また は契約 の訂正 、発

送 、契約 を記録す る ことで ある。

具体的な用語 にお いて 、本条 を立法 に組込み 当該義務 を強制す る 目的のた めに、加

盟 国は以下 のよ うに しなけれ ばな らな い、

一電子 的メデ ィアの使用 を明白に禁止 また は制限す る諸規 定 を廃止す る こと
、

一電子的代理 〔intelligentelectronicagents〕 のよ うなあ る種の電子的 システム の使

用 を妨害 しな い こと、

一電子的契約 に対 して 弱い法的効果 を与 えな いこと
。そ のよ うな効果 しか与 えない と、

紙 による契約 の利用 に実 際上便宜 を図る ことになって しまう。

一電子 的手段 によって充足 され ないか 、も しくは、よ りあ りがちな ことに形式 的要件

が電子的契約 に どのよ うに解釈 または適用 され るか不 明確 なため に法的不 明瞭 さを惹

起す る形式的要件 を適合 させ る こと。 これ は署名要件 に影 響せず、すで に電子署名 の

共通 フ レーム ワー クに関す る指令案 によって包含 されて いる。形式的要件 の解釈 に関

す る法的不 明瞭 さは電子的契約 の効果的な利用 に対す る もっ とも頻繁な障害で ある。

加盟 国が検討 し、適切 な場合 には、修正 しな ければな らない要件の例 は、すなわ ち、

契約過程 に用 い られ る媒 体 に簾1する要 件、すなわ ち 「紙(paper)」 上 の契約 、 「書

かれ る(written)」 契約、送付 され る 「書面(letter)」(確 認書面、契約予備書面)、

提示 され る 「書 類(document)」 、用 い られ る特定 の 「書式(form)」 、契約 の 「原本

(originalcopy)」 の存在 、一定数 の 「原本(originalcopies)」(一 人一部)の 存在 、

「印刷(printed)」 または 「公 示(published)」 され る契約

人的参加要 件、す なわち 自然人 によ りまたは両当事者 の参加 の下、交渉 または締 結

され る契約、特 定の場所で交 渉 または締 結 され る契約

第三者 の関 与 に関 する要件、すなわち公 証人によって準備 または認証 され る契約 、

複数証人の立 ち会いの下 に締結 される契約 、個人 または当局 に登録 また は届 出され る

契 約

商品発送の会計面 に関 して は、国 レベル で課 されて いる要件 にお ける多様 性の帰結

として存在す る障壁 を除去す るために、共 同体 レベルで一定 の手段 が必要で ある こと

に注意 を要す る。

第2、3、4項

これ ら適用 除外 の 目的 は、電 子的な契約 の利用に対す る諸制 限が正 当化 され るよ う

な ときに、一定の弾力性 を導入 す ることおよび諸状況 を考 慮す る ことで ある。適用 除
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外は、様々な実行手段によっても適応 され うる。さらに、透明性を確保するために、

加盟国は、この適用除外に含まれる契約類型 を明示することを求め られる。

第10条 提供される情報

第1項 加盟国は、専門家である当事者によ り別異に同意された場合を除き、電子的

な手段による契約の成立の方法が、サー ビス提供者によって明白かつ明確 に、

かつ、契約の締結に先立って説明されなければならないと立法的に規定するも

のとする。情報には、特に以下のものが含まれるものとする。

契約の締結のために従われるべき異なった諸段階、

締結された契約が記録 され、かつ、アクセス可能となるかどうか、

誤操作訂正のための既存のいかなる手段。

第2項 加盟国は、契約を電子的手段によ りに締結す るために従われるべき異なった

手順が、両当事者が完全、かつ、説明された同意に達することができることを

保証するように表示されるべきであると立法的に規定 ものとする。

第3項 加盟国は、専門家である当事者によ り別異に同意された場合を除き、サービ

ス提供者は自らが同意するなんらかの行為規範(codesofconduct)、 およびどの

ように当該行為規範が電子的手段 によ り調べることができるかについての情

報を表示 しなければならないと立法的に規定するものとする。

(コメント)

第10条 提供される情報

公正取引および消費者保護の高い標準を確保するために、本条は、契約過程の多様

な段階に関する透明性 という目的を追求する。特に、契約の正式な締結前に、どのよ

うな異なる手段が必要とされるのかをあらか じめ記述する必要性である。電子的契約

の成立に特有なこの側面は、97年7月 のEC指 令では扱われていない。

第2項 は、同意行為の性質の重要性を強調 している。

第3項 は、サー ビス提供者が服する契約的側面に関係する適切な行為規範にサー ビ

スの受け手がアクセスすることを認めることを目的とする。

第11条 契約締結時

第1項 加盟国は、専門家である当事者により別異に合意される場合を別 として、か

っ、アイコンをク リックするというような技術的な手段によ り受領者がサービ

ス提供者の申し込みを承諾す る同意を表明するように要求されている場合 には、

以下の諸原則が適用されると立法的に規定するものとする。

一サービス受領者が、
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サ ー ビス 提 供 者 か ら電 子 的 手 段 で 受 領 者 の 承 諾 に つ い て の 受 領 確 認

(acknowledgement)を 受領 し、かつ、

受領確認 の受領 を確 認す る(co血mation)、

とき に契 約は締結 され る、

一一受 領確認(acknowledgement)お よび確 認(con丘rmation)が 発せ られ
、当事 者が

そ れ らにア クセス でき る とき、受領確 認(acknowledgement)は 受領 され た と

看 倣 され、かつ、確 認(con丘rmation)は 与 え られた もの と看倣 され る、

一 サ ー ビス提 供者 による受 領確認(confirmation)お よびサー ビスの受領 者 の確

認(con丘rmation)は 可能な限 り速やか に送信 され るべきである。

第2項 加盟国は、専 門家で ある当事者 によ り別異 に合意 され る場合 を別 として、サ

ー ビス提供者が、サー ビス の受領者 に対 して 同一一性確認(identify)お よび誤操 作

訂 正 を認 める適 切な手段 を利用で きるよ うに しな けれ ばな らない と立法的 に規

定す るもの とす る。

(コ メン ト)

第11条 契約締結時

本条は、以下の特定状況を取扱うものである。

一サー ビスの受 け手が、ある申込 を同意 また は拒絶す るため に、 「はい」また は 「いい

え」 をク リックする選択(も しくは他の技術 の利用)の みを有す る契約過程 、

一サー ビス提供者によ って具体 的な申込が され る(サ ー ビス提供者が 申込 の誘 引のみ

を発するだけの状況は含 まれない)

この種の状況を取り巻くかな りの程度の法的不明瞭さに鑑みると、本条は、契約が締結される

時を明確に決定しようと努めている(第1項)。

第2項 は、サー ビス の受 け手が 同一性確認お よび操作 上のエ ラー を修正で きるため

の適切な手段 を適所 に もうける ことをサー ビスの提供者 に求めている、た とえば受 け

手 は提供者 の申込 に実 際に承諾 した ことを提供者が確保 す ることを認 める確認画 面の

ような ものが ある。
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4.準 拠法および裁判管轄の問題

電子商取 引にお いて 、地域 を異 にす る関係者 間で法的紛争が生 じた場合 に、 どの地

域 の法 を基準 に(準拠法)、 どこの裁判所が判断 し(裁判管轄)、そ こで得た判決 を どのよ

うに執行す るか(外 国判決 の執行)と いった、国際私法上 の問題が ある。且つ 、 これ ら

は契 約上の権利義務(そ の中で も事業者間取引か消費者取 引かで異な り得 る)、不法行

為、刑事法違反 、行政規制違反 、税金等 の文脈 で各 々扱 いな い し考慮すべ き要 素が異

な り得る。 ここでは取 引上の側面 に着 目し、契約 上の権利義務 との関係で検討す る。

なお、例 えば取 引に関連 して詐欺 ・脅迫等の行 為が行われ損害が発 生す る こともあ り

得 るので、不法行為 の準拠法 ・裁判管轄 の問題 にも付随的 に触れ る1。

以下、 これ らの問題 につき、電子 商取 引と関連す る文脈で近時検討 され ている立法

案等 を取上 げ、わが国において も国際的な電子 商取 引で特 に留意す べき論点 を考察す

る。参考 まで契約上の権利義務 に係 る準拠法 ・裁 判管轄 に関す る 日米 欧の検討状況 の

比較表 を付 したので、併せ て参 照 されたい。

(1)準 拠法

オ ンライ ンで受発注 される一般 的な商 品 ・サー ビスに係 る給付や対価支払 の問題 ば

か りでな く、そ もそ も電子 的契約 の有効 な成否、電子署 名に関す る認証機 関 と署 名者

の利用契約等 との関係等 、取 引に関連 して準拠法が問題 とな り得 る局面 は非常 に幅広

い。近時の検 討状況等 を見 るに、契約 上の権利義務に関す る準拠法 につ いて は、主 に

次の論点があるよ うに思 われ る。

① 電子商取 引にお いて契約 自体 は電子的手段で成立す ると して、別途有体物 の

引渡がある取 引 と、 ネ ッ トワー ク上で履行が完結す るアクセス契約や情報 コンテ ン

ツのオ ンライ ン取 引等 とを区別 して連結点の定 め方 を異 にすべ きか。従前 の輸 出入

や 国際的な通信販売や 区別す るだけの質的に有為な相違が あるか。或 いは、電子商

取 引全般 について、従前 の取 引 と異な る連結点 を規定すべきか。

② 消 費者取 引につ き特段 の規定 を置 くか.消 費者取 引にお ける準拠法 の問題 は、

既 にメイル ・オーダーや個人輸入等 において存在 してお り、電子 商取引か ら必然的

に生 じる問題で はな い。 しか し、ネ ッ トワー ク化の進展 によ り、消費者 が他国の事

1そ の他 にも、契約が不成立の場合や、無効 ・取消の場合には既に行われた給付の扱 いとして不当

利得が問題 とな り得る。
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業者 に商品 を注文 し或 いは事業者 が他 国の消費者か ら注文 を受 ける場合が相 当に増

える可能性が あ り(更には、① のよ うにオ ンライ ンで履行 まで完 了す る場合 もある)、

それに伴 って契約上の権利義務 につ き トラブル が生 じる事例 も相 当に増大す る可能

性がある。そ こで、消費者保護 のため に何 らかの規 定を設 け るべきか。特 に、所謂

「強行法規 の特別連結」 として合意 によ る準拠 法の選択 に係 わ らずそれ と異なる法

域の消費者保護法規 を適用す ることとすべきか。更 に電子 商取引の特質 に照 らした

特則 を設けるべ き場合が あるか どうかが問題 とな り得る。

③ 日本の法例の現行規 定 を電子 商取引 に当てはめた場合 の解釈 と、欧米 の検討

な い し指向 して いる方向性 との異 同。

米国で検討中の統一商法典第2B編(UniformCommercialCodeArticle2B、 以下

UCC2B。 本稿執筆時の最新 ドラフ トは1999年2月 版2)は、 同編の適用対象たる ソフ

トウェア契約や情報 コ ンテ ンツのライセ ンス(「 コン ピュー タ情報取 引」 と称す る)に

つ き、当事者 の合意 による準拠法 の選 択 を認 める(2B-107条(a)項 第1文)。 準拠法 に関

す る合意がない場合 には、

1)ア クセス契約や電子的 に情報の 引渡が行われ る取 引では、ア クセス提供者や情報

のライセ ンサ の所在地法が準拠法 とな り(同条(b)項(1)号)、

2)有 体物たる複製物の 引渡が行われ る消費者取 引で は、複製物が 引き渡 され るべき

地 の法が準拠法 とな り(同条(b)項(2)号)、

3)そ れ以外 の場合 は当該取 引に重要な 関連性 を有す る地の法が準拠法 とな る(同条

(b)項(3)号)。

そ して、消費者取引では、契約 上の合意 がある場合 で も、上述 の1)又 は2)で 準拠法 と

な る筈であった地の強行 法規 を変更 できない(同 条(a)項 第2文)。 即 ち、有体物の引渡

が ある場合 には、準拠法 に関す る合意 に係わ らず、引渡が行 われ るべ き地(通 常 は消費

者 の住所地であろう)の消費者保護 法等の強行 規定が優越す る。他方、対 消費者のアク

セ ス契約では、アクセス提供者 の所在地の消費者保護法等の強行規定が優 越 し、アク

セ ス提供者は 自らの所在地の強行 法規のみ を遵守すれ ばよ い ことにな る(強行法規 の

特別連結の明文化 という点では同 じで あるが、連結 され る地点が異な る)。この扱 いの

2UCC2Bの ド ラ フ トの 最 新 版 は
、NCCUSLが 手 が け る モ デ ル 法 案 の 公 式 サ イ トで あ る

http:〃www.law.upenn.edu/1ibrary/ulc/ulc.htmよ り 入 手 可 能 で あ る 。
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一
理 由と して、同条 のReporter'sNotesで は、アクセス契約 の場合 、ア クセス提供者 の

所在地の法 を準拠法 としなけれ ば、ア クセス提供者 は世界 中全ての他の国や州の法律

に合致 しな けれ ばな らず 、それ は却 って高 コス トによる高価格 を招 き消費者のため に

な らな い旨が挙 げ られ ている。なお、例 えば これ を 日本 の事 業者 か ら米国 の消費者が

オ ンライ ンで情報 を入 手 した場合 につき 当てはめる と、準拠 法 に関す る合意がな けれ

ば 日本法が準拠法 とな りそ うで あるが、UCC2Bに は更 に特則 があ り、上述の1)～3)

による と外 国法が準拠 法 となるべ き場合 にお いて、同国が米 国内 の当事者 に米国 と同

様 の保護 を与 えて いな い場合 には米国法が準拠法 とな る旨の定めが ある(同条(c)項)た

め、 日本 の消 費者保護 法が不十分 と判断 され ると、米 国法が準拠法 とな る こともあ り

得 る3。

米 国の不法行為 に係 る準拠法 につ いて、抵触法第2リ ステイ トメ ン ト(Second

RestatementofConflictsofLaws)4は 、原因行 為が行われ た地点、 当事者の ドミサイ

ル又は住所 、当事者 の関係の中心地等 の連結点 を掲 げ(第145条(2)項)、 これ らを州際 ・

国際的制度 の必要性 、法廷地の関連す る政策、他の関連す る州 の関連す る政策及び 当

該事項 に関す る利害 、正 当化 され る期待 の保護、当該法分 野 の基本的政策 、安定性 ・

予見可能性 ・結果 の統 一性、適用 され るべき法の決定及 び適 用 の容易性 の観点で分析

して準拠法 を決定す べ きもの とす る。ただ、ECの 文脈で不法行為 が起 こった場合 に

具体的 に どのよ うに判 断 され る ことにな るかは必ず しも明 らかでな い。

EUで は 従 前 か ら 「契 約 上 の権 利 義 務 に係 る準 拠 法 に 関 す る1980年 ロー マ 条 約 」

(1980RomeConventiononthelawapplicabletocontractualobligations。 以 下 ロー

マ条 約)が あ る。1998年11月 に欧 州 委 員会 が提 案 した 、 「域 内 市 場 にお け る電子 商取 引

の一 定 の法 的 局 面 に 関す る欧 州 議 会 ・閣 僚理 事 会 指 令 案5」(ProposalforaEuropean

ParliamentandCouncilDirectiveoncertainlegalaspectsofelectroniccommerce

intheinternalmarket。 以 下 、 電子 商取 引指 令 案)の 逐 条 解 説 は 、電 子 商 取 引 にお い

て も ロー マ 条 約 の規 定 を維 持 す る意 向 を示 して い る。同 条 約 で は、ア クセ ス 契 約 か 有 体

3更 に、UCCの 総則規 定 で あ る第1編 の改訂作 業 にお いて も、電子 商 取 引 を特 に前提 と した もの

で はな いが 、合 意 によ る準拠 法 の選択 や消 費者契約 等 にお ける 強行 法規 の特 別連 結 の規定 ぶ りが

検 討 されて いる(1997年9月 ドラフ トの1-302条 参照)。
4RestatementはAmericanLawInstituteに よ る ものであ り

、制 定 法 で はな いが、米 国 の動 向 に

大 きな影 響 を与 えて い るの で こ こに掲 げた。
5COM(1998)586final -98/0325(COD)。 指令案 本文 はEUの 官 報 に も掲載 され て いるが 、逐 条

解 説付 きの もの は、http:〃www.ispo.cec.be/EcommerceAegal.htm#legal

か ら リンクをた どる こと によ って入 手 可能で あ る。
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物 の引渡が行われ る契約 かの区別 は無 い(電子 商取 引を想定 して作成 された条 約でな

いので 当然では ある)。同条約は、消 費者 契約で は、準拠法 に係 る特段の合意が ない場

合 は消費者 の所在地 の法 を準拠法 と規定す る(第5条 第3項)。 合意 によ り変 更す る場合

であっても、消費者の所在地 の強行規定 を排 除できない(同条第2項)6。

欧州委員会が電子商取 引指令案 を起草す るに 当たって は、準拠法の扱 いを巡 り事業

者側 と消費者側で綱引きがあった よ うで ある。即ち、事業者 は同指令案で あ らゆる点

で事業者 の所在地 の法 を準拠法 とす る ことを望み、消費者 は消費者 の住所地 の法を準

拠法 とす る とす る ことを望 んだ。そ の結果 、欧州委員会 は、電子商取 引に関連す る事

象 につき、一般的 には事 業者(指 令案 の用語 で ば情報化サー ビス提供者)は その所在地

の法 に従 うことと しつつ、消費者取 引にお ける契約上の権利義務 はそ の例外 とし、従

前の ローマ条約 の規定 を維持す る形 で提案 す る こととしたよ うで ある。 同指令案 は本

稿執筆現在審議 中であ るが、議論 の焦点 の一つ とな ることは間違 いない。

不法行為 の準拠法 については上述 の ローマ条約は適用されな い。電子商取 引指令案

は、税 金や知的財産権 、電子 マネー の発行等 一定の適用 除外事項(第22条 及びAnnex

I,II参 照)を除 き、加盟国はその領 内で確 立(establish)さ れた情報化社会サ ー ビス提供

者(informationsocietyserviceprovider)が 提供す る情報化社会サー ビスが 自国 の法

に合致 させ ることを義務づ けることと して いる(第3条 第1項)。 情報化社会サー ビス

とは、「電子 的手段 によ り、且つサー ビス受領者 の個別 の要求 に応 じて、隔地間で、有

償 で通常提供 されるあ らゆるサー ビス」 と定義 され(第2条(a))、 例 えば、イ ンターネ

ッ トへ のア クセスを提供す るサー ビスや オ ンライ ンで情報への アクセス を提供す るサ

ー ビスに加 え、web上 で有体物 を販売す る(商 品の引渡 は別途行われ る ことにな る)場

合 も含む、広範な概念で ある。 「確立 されたサ ー ビス提供者」 とは、 「不定期 間、固定

された施設 を用 いて経済活動 を実効的 に遂行す るサー ビス提供者」 をいい、サー ビス

提供に要す る技術的手段や技術 の存在 ・使用(webペ ージのホス ト等)は 「確立」 には

該当 しないとされ る(第2条(c))。 第3条 第1項 を逆 に言えば、ネ ッ トワー クを介 して

商品やサー ビス を提供す る者 は、 自らが常設 の施設 を置 いて経済活動 を営 む加盟 国の

6更 に 「隔地間 契約 に係 る消費 者保護 に関す る1997年5月20日 欧州議会 ・閣僚理 事 会指 令」

(Directive97!7/ECoftheEuropeanParliamentandoftheCouncilOf20May19970nthe

protectionofconsumersinrespectofdistancecontracts)第12条 は、同条約 上 の消 費者保 護(事 業

者側 の事前 情報 開示義務 や書 面交 付義 務 、消 費者側 の クー リング ・オ フの権利 等)が 、準拠 法の選

択 によ り加 盟国 と密接 な関連性 を有す る他 の非 加 盟 国の法 を選ぶ こと によ って 潜脱 され な いよ う、

加盟 国が措 置 を講 じるべ き ことを定 めて い る。少 な くともEU内 の裁判 所で 争わ れ る限 りは、実

際 上、域 外事業者 も同指 令 の規律 に服 せ しめ られ る ことにな る。
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法 を遵 守 して いれ ば よ い こ と にな る(所 謂 「countryoforigin」 ル ー ル)。

日本 には、電子商取 引に係 る準拠法 の特別 の立法ない し表立 った検討 の動 きはな く、

少な くとも現 状では法例 の解釈如何 が問題 となる。有体 物の 引渡 を伴 う商 人間取 引に

おいて、準拠法に関す る合意が ない場合 のデ フォル ト ・ルール と して、米欧 は取 引 と

の関連性 を もって判 断す る旨の規定 を置 く。日本 の法例 は一般 に行 為地法を採 り(第7

条第2項)、 第9条 第2項 によ り申込 発信地が準拠法 とな る。但 し、法例 も当事者 の

明示の合意がある場合 にはそれ を認めてお り(第7条 第1項)、 また黙示の合意 によ る

準拠法選択 を許 さない趣旨ではないであろ うか ら、例 えばそ の種 の取引には取 引に関

連す る地の法 に拠る との慣行 があ り、 当事者 の意思 の解釈 と して当事者がその慣行 に

従 う意図で あった と見 られる場合 には、それが優先 し、結果 として欧米 と同様 の結論

が導かれ る ことはあ り得る と考 え られ る。

法例 は消費者取 引について も特段 の規定 を有 しない。現 状で は 「行為地」の解 釈 に

よる ことにな るが、事業者が 申込の誘引 を行い、消費者 が申込 み、事業者が これを承

諾す るというモデルに従えば、準拠法 に関する合意がな い場 合に 申込発信地である消

費者の住所地の法が準拠法 とな る(この前提 を変更 して、事業者 が 申込み、消費者 が承

諾す るとのモデルを採用すれば、事業者 の所在地 の法が準拠法 とされ ることになる)。

更 に、準拠法 に関する合意があ る場合 において も消費者保護 等の 日本の強行法規 を潜

脱す るため に 日本以外準拠法が選ばれた と見 られる場合 には、 日本の法廷ではそのよ

うな合意の効力が否定 または制限 され るとの解釈 もあ り得 るだろ う。 このよ うに見 れ

ば、EUの ローマ条約 と同様 の結論 に至 る ことも必ず しも不可能で はなか ろう。勿論、

そ のよ うな解釈 ・結論が電子 商取引 にお ける消費者取 引の文脈(消 費者側が 日本 人の場

合 と、事業者側が 日本 人 ・企 業の場合 とがあ り得 る)にお いて適 切かは別途検 討を要 す

ると ころだろ う。

日本では不 法行為 の準拠 法につ いて も法例 の適用 ・解 釈如何 による。原則 は原 因事

実発生地法主義(即 ち不 法行為地)と される(第11条 第1項)。 例 えばネ ッ トワー ク上 の

中傷記事によ り他国の人の名誉 を傷つける場合等 、不法行為 の成立 要件に当たる事実

が複数の法域において発生す る場合に、原 因事実発生地が いずれ の国かが問題 となる

が、多数説は、過失 責任主義 に基 づ く通 常の不法行為 につ いて は行為者 の意思 に着 目

す る行為地説、無過失 責任主義 よる類型について は結果 発生地説 によるとされ る7。

7櫻 田嘉 章 「国際私 法(第2版)」(1998年)220頁 参 照
。
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(2)裁 判管轄

近時 の検 討状況等 を見 るに、裁判管轄 には主 に次の論点があろ う。

① 裁 判管 轄 につ いて は、 日米 欧いずれ にお いて も、原則 と して被告 の住所地 を

所管す る裁判所 に裁判管轄が あるとされ る8。しか し、各々の地域 で原則 を修正 し、

非居住者 に管轄 を認 める規定や法理 がある。 これ をどの程度認 めるか は、被告に対

す る手続的公正 と、原告が求 める救済 を認 めるべ き実質的公正 のあ り方 との関連で

重要 となる。特 に、イ ンターネ ッ トに代表 され る国際的 ネ ッ トワー クにおいては、

大規模な多国籍企業 のみな らず 中小企業 ・個 人 レベルで も世界 中の相手方 と取引す

る ことが安価且 つ容 易にな るが 、か ような ビジネスを行 う者 に対 し、取 引の相手方

が(被 告住所地で訴訟提起 できる ことは当然 として)自 己 の住所地 で訴訟 を提起 でき

るか とい う形で問題が現れ る。

② 契約で裁判管轄 につ いて定 め ることが可 能か.特 に、法律上 の管轄 に加え、

合意 によ りその他 の裁判所への提訴 を認め る方向の合意 は法律 上有効 か。また逆 に、

合意 によ り法律 上の管轄 を排除 して特定 の裁判所 に専属 的に提訴すべ き もの とす る

合意 は法律上有効か。

米 国で は、UCC2Bは 、専属 的裁判管轄 の合意は不合 理 ・不 当でない限 り有効 との

立 場 を採 る(2B-108条)9。 それ以外 の場合 につ いては規 定はな く、通常 の裁 判管轄 を

含 め、一般の取 引法 の原則 に従 って判断 され る ことになる。人的管轄につ いて は、被

告住所地が原則 である。 しか し、各州毎 に非居住者 にも管轄 を認める所謂"longarm"

規定が置かれている ことが あ り、判例法上 も 「最小限の関連(minimumcontact)」 が

ある として非居住者 に対 して管轄が認め られ ることが多い。非居住 者 に対 して管轄が

認 め られ る場合 は大要次の2種 類 がある。

一 当該法廷地 に対す る被告 の関連 が、あ らゆる型 の クレームか ら防御 す る ことにな

る ことを予期す るに足 る程 に 「実 質的」又 は 「系統 的且つ継続 的」で ある場合 に

は、当該紛 争が当該法 廷地 にお ける被告 の活動 とは関係 しな い もので あった と し

て も、管轄が認 め られ る(generaljurisdiction)10。

8そ の 他
、 被 告 が 応 訴 す れ ば 応 訴 管 轄 が 認 め ら れ る 点 で も 共 通 す る 。

9合 意 管 轄 条 項 の 有 効 性 を 原 則 と し て 承 認 し たTheBremenv
.ZapataOff-ShoreCo.事 件 連 邦 最

高 裁 判 決(407U.S.1,92S.Ct.1907,32L.Ed.2d513(1972))を 踏 ま え た も の で あ る 。

10例 え ば
、Fieldsv.Sedwick,796F.2d301参 照 。
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－generaljurisdictionが 認め られるには至 らな い場合で あって も、被告が意図的 に

当該法廷地やそ の住 人 と取 引 した り意 図的 に当該 法廷地 の法 の利 益及 び保護 を利

用 してお り、当該 ク レームが、かよ うな被告 の当該法廷地 に関連す る行動 に関す

る ものであ り、且つ裁判権の行使が合理 的である場合 に、minimumcontactあ り

として管 轄が認め られ る ことがある(specificjurisdiction)11。

イ ンターネ ッ ト上の活動 と管轄が問題 とな った最近の米 国内の州際間紛争 に係 る幾

つかの下級 審判決に言及す る12。例 えば、PanavisionIntern .,L.Pv.Toeppeni3は 、

Illinois州 住 民であ る所謂 ドメイ ン ・ネーム屋(他 人の商標 と同名 の ドメイ ン ・ネーム

を取得 して商標権者 に これ を売 りつ けよ うとす る者)に 対 してDelaware州 法 人でLos

Angelsに 営業 の中心 地があ る商標権者が商標権侵害 ・不正競争等 を理 由にCalifbrnia

中部地区連邦地裁 に提 訴 した事件で あるが 、裁判所 は、(当 該法廷地の法や利益 の)意

図的な利用 の概 念は、 ク レームの性質によ り異な り得 る とす る。即ち、契約 に起 因す

る 紛 争 で は 、 単 に 当 該 法 廷 地 の住 民 と契 約 す る こ とだ けで は 通 常 はspecific

jurisdictionを 認め るには不 十分であ るが、不法行為 に係 る紛 争で は、(i)意図的な活

動、(ii)当該法廷地 に明示的 に向 け られて いる こと、(iii)害を惹起 しそれ が当該法廷 地

にお いて 被 られ る(且 つそ の蓋 然 性 を被 告 が 知 って い る)こ と、 に基 づ きspecific

jurisdictionが 認め られ るとす る(裁判所 はそ の後事実認定 の上 、管轄 を肯定)。

この他 にも・ ドメイ ンネーム と商標、名誉殿損等、イ ンターネ ッ ト上の紛 争(い ずれ

も性質 として は不法行 為)に おいて管轄が争われ る事 件が幾つ もあ り、管轄 を肯定 した

例14と否定 した例15が あ るが、個 々の事案 の事実関係 に拠 るところも大 きい と考 え られ 、

ll例 え ば、Core-Ventv.NobelIndustriesAB,11F3d1482,1485(9thCir .1993)を 参 照 。
12こ こで触 れ た判例 は

、JamesP.Donohue,LitigationInCyberspace:JurisdictionAnd

ChoiceOfLaw,AUnitedStatesPerspective(1997)

(http:〃www.perkinscoie.com/aba/usjuris.htm)所 掲 の もの を参考 に した。も とよ り、判例 法 は個 々

の ケース に依 存 す る と ころが大 き く一般化 が 困難で あ る こと、下級 審 レベル で は相 互 に必ず し も

整合性 の あ る判 断 がな され る とは限 らな い点で注 意 が必要 で あ る。 また本稿 で関連 し得 る全 て の

ケー ス を網羅 しきれ る もので ない ことか ら、 あ くまで参考 と して掲 げた もので ある。
13938F .Supp.616(C.D.Cal.1996)
14例 えばPlayboyEnterprises

,Inc.v.ChuckleberryPub.,Inc.,939F.Supp.1032(S.D.N.Y

1996)で は、Playboy社 が 、 以前 に出 され差止 命令(米 国内 で 「PLAYMEN」 の標 章 を用 いた雑 誌

の販売 等 を禁 止)の 違 反(法 廷侮 辱罪)を 根拠 に、イ タ リア国 内でplaymenのwebサ イ トを開設(イ

タ リア国 内ではPlaymenの 商標使 用 は禁止 されて いな か った)し 、画 像等 にアクセ ス させた(そ の

中に は会員制 の部 分 もあ り米 国住 民か らの加入 ・ア クセス も含 まれて いた)被 告 を相 手 に差止 を求

め た事 件で 、被告 は、米 国 内 に代 理店や 事務所 を持 たず 、Playmenを 米 国内で は販 売 ・頒布 ・出

版 ・広 告 して い な い として 、裁判 管轄権 が ない と主 張 した。 これ に対 し裁判 所 は、単 に禁 じ られ

た 国か らもアクセ スが で き るか らとい うだ けで、被 告 にwebサ イ トの動作 を止 め させ る ことはで

きな い 、さもな くば、当裁 判 所及 び世界 中の裁 判所 がWWW上 の全て 情報提 供者 に対 して裁判 管轄
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必 ず しも理論的 に有為 な統 一的 アプ ローチは見 い出 され るには至 って いな い16。また

仮 に州際取 引につ いて一定 のアプ ローチが見 いだせ た として も、国際取 引 につき常 に

妥 当す るとは限 らない。ただ比較 的広範 に管 轄 を認 める米 国の裁 判所の傾向 に鑑みる

と、米国の住 民を当事者 とす る国際的な電子商取引にお いては、米国人の住所地の裁

判所が管轄を認 めるケースは少な くな いと予想 される。

EUに は 「民商事 にお ける裁判管轄及 び判決 の執行 に関す る1968年 ブ リュ ッセル

条約」(1968BrusselsConventiononjurisdictionandtheenforcementofjudgments

incivilandcommercialmatters。 以下 ブ リュ ッセル条約)が あ り、親族 ・相続 関連 の

財産法、倒産法等 の一部の例 外 を除 き、民商事 の裁判管轄 に関 して包括的 な規定 を置

く17。同条約上は、原則 として被 告住所地 に裁判管轄が認め られ る(第2条)。 また契約

上 の債務の履行 に関 しては、債務履行地 に も管轄が認め られ る(第4条)。 同条約は消

費者契約 につき規定 を置 き、消費者 が事業者 を訴 える場合 は消 費者 の住所地 と事業者

の住所地の いずれで も提訴出来 るが 、事業者 が消 費者 を訴 える場合 は消費者 の住所地

でのみ提訴可 とし(第13条 、第14条)、 当事者 の合意で これ を変 更す ることは一般 に

認め られな い(第15条 。紛争が起 きた後 に合意 され る場合等 、 ごく僅かな例外 が認 め

られ るのみで ある)。消費者保護 のため にかよ うな明文 の強行 規定 を置 く点で、各州 の

個 別立法及 び判例 に委ねて いる米 国 とは対照的である。

権 を主張 でき る ことに等 しい(グ ロー バ ルな サー ビスの利用 者 に破壊 的 な影響 を与 える ことにな

る)と しつつ も、差 止命令 を執 行す る 目的 にお いて 、被 告 に関す る裁判 権 を有 す る、 と した(結 論 と

して 裁判所 は米 国住民 か らの加 入 受付 を禁 じた)。
15例 えば、BensusanRestaurantCorpv.King,937F.Supp.295(S.D.N.Y.1996)で は 、Columbia

州 とMissouri州 に"BlueNote"と 称 す る 小 さな クラ ブを開 き、そ の情 報 を載せ たwebサ イ トを解

説 した被告 に対 し、"BlueNote"の 登録 商標権 を有 す るNewY()rkの 著 名なBlueNoteジ ャズ ク ラ

ブが商標権侵 害等 を理 由 にNewYork南 部 地 区連 邦地裁 に提 起 した訴 訟 で あるが 、被 告がwebで

案 内す るチケ ッ トは別 途電話 で 申込 の上Missouriの 原告の 券売所 まで来 な けれ ば受 け取れ な い こ

と、被告webサ イ トの トップペー ジ に原告 の ジ ャズ クラブ と混 同すべ きで な い旨 の注 意書 きが付

されて いる こと、被告webサ イ トへ の アクセ ス の99%がColumbia州 とMissouri'NSか らで あ り、

残 る1%が 州 外か らの アクセ スで あ った こと等 に鑑 み 、当該 法廷 地法 の意 図的 な利 用 は無 か った と

し、webペ ー ジ を開設 すれ ば世 界 中の どこか らで もア クセ スで き る こと にな るが 、更 に何 も無 け

れ ば 、意 図的 に当該法廷 地 に向 け られ た もの とは考 え られ な い旨 を判示 した(結 論 と して管轄 を否

定)。
16な お、'ア メ リカ法曹協 会(AmericanBarAssociation)のSectionofBusinessLaw,the

CyberspaceLawCommitteeに よる"TRANSNATIONALISSUESINCYBERSPACE:A

PROJECTONTHELAWRELATINGTOJURISDICTION"と 称す る プ ロジ ェク ト

(http:!/www.kentlaw.edu/cyberlawり 等 でjurisdictionに 関す る検 討 が行 われ て い るよ うで ある。
17更 によ り広 くEEA(EuropeanEconomicArea)加 盟 国 を対 象 と して 、ほぼ 同内容 ・構成 の所謂 ル

ガー ノ条約(Conventiononjurisdictionandtheenforcementofjudgmentsinciviland

－76一



また専属的裁判管轄の合意は可能であるが、

書面で行われること

当事者間で確立 された慣行に従った様式で行われること、又は

国際取引では、同種取引の商慣行の用法に従 う様式で行われること

のいずれ か の要件 を満たす必要が あ り、且つ消 費者 取引で は合意 によ り上述 の第13

条な い し第15条 の規定 を変更する こと許 されない(第17条)。

不法行為 に係 る裁 判管轄 について は、有害な事態が発生 した地の管轄が規 定 されて

いる(第5条 第3項)。

日本 は国際的裁 判管轄 に係る明文 の規定 はな く、民事訴訟法上 の国内の管轄 に係 る

規定 を手 がか りに判 断す るアプローチが採 られ ている18。基 本は被告住所地で あ る。

義務履行地 に管 轄が認め られる場合(民 訴法第5条 第1号 参照)、 有体物 の引渡 にかか

る債務 については、持参債 務の原則 によれ ば、債権者 の住所地等 にも管 轄が生 じ得 る

(例えば消 費者取 引 にお いて、消費者 が受 け取 るべ き商品 に係 る引渡債 務 に係 る係争 に

つ いて は、消費者 の住 所地 にも管轄が認 め られ得 る ことにな る)。他方 アクセスの提 供

に係 る債務 につ いて、 アクセス提供者側で システム的 に利用者の アクセス を可能 にす

れ ば債務が履行 された ことになるな らば、アクセ ス提供者 の住所地 に管 轄があ ること

にな る。更 に、被告 が 日本 に事務所 又は営業所 を持たな い場合、民訴法第5条 第4号

によ り日本 にあ る被告 の財産 に着 目して 日本 の裁判所 に管轄が認め られ るか も問題 と

な り得 るが 、国際裁 判管轄 との関連で これ を正面か ら扱 う規定がな く、実際に どう判

断 され るか は必ず しも明 らかでない。

また国際的専属 的裁 判管轄 の合意 につ いては、 「(イ)当 該事件がわが 国の裁判権 に

専属的 に服す る ものではな く、(ロ)指 定 された外国の裁 判所が、その外 国法上、当該

事件 につ き管轄権 を有す る こと」の2要 件 をみたす限 り、原則 として有 効 とされ る19。

不 法行 為 に係 る裁判管轄 につ いては、被告住所地点の ほか に不法行為地(民 訴法第5

条第9号 参 照)に も裁判管轄が認め られ る20。隔地 間の不法行為 については、原 因行為

のあ った地 と結果発生地 のいず れに も管 轄が認め られ る とされ る21が、損害発生地 を

commercialmatters・DoneatLuganoon16September1988)も 締 結 され て い る。
18例 え ば

、最 判 昭和56年10月16日(民 集35巻7号1224頁)参 照 。なお 同判決 は併 せて 「条 理 」

に も言 及す るので 、理論 的 にどの よ うな立 場 に拠 るか は必ず しも明確 でな い。
19最 判昭50年11月28日 民集29巻10号1554頁 。
20池 原季雄 「国際 的裁判 管 轄」 新 ・実 務 民事訴 訟講i座7国 際民 事訴 訟 ・会 社訴 訟31頁(1982年)

21長 瀬弘 毅 「裁 判 管轄(2)」 裁 判実務 体 系10渉 外訴 訟法26頁(1989年)
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も無制限 に不 法行為地 と認め ることにつ いて は加 害者 の予見可能性 との関係で 問題が

あ り、何 らかの制限が必要 と指摘 され る22。

以上 、簡単 に各地域 の準拠法 ・裁判管轄 に関す る現行 法及 び立法 の検討状況 を見て

きた。総 じて言 うな らば、準拠法 ・裁判管轄 の問題は必ず しも電子 商取 引 に特有 の問

題 ではな い。 しか し、一方で世界 中の市 場 を相 手 に商品やサー ビス を提供 し、他方 で

世界 中か ら商品やサー ビスを調達す る ことが誰 にで も容易且 つ安価 に出来 るよ うにな

る ことによって、紛争の起 きる可能性 が著 しく増大す る(且つ、グローバルな アクセス

が 可能性で あることか ら、提供者 ・購入者 ともに事前の リス ク配分)こ とが予想 される。

日米 欧 とも結論 にお いて大差な い形 の運 用 ・解 釈 は可能で あろうが、なお消費者保護

等重要 な点で規定内容やアプ ロー チ に相 違 を残す。実体法の レベル にお いて各国 の相

違 がある以上、準拠法 ・裁判管轄 に関す るこの不安定性 は国際取 引の発展 の障害 にな

る恐れがある。各国の法制度 の異 同は 当然前提 に しつつ も、電子 商取 引にお ける準拠

法や裁判管轄 に係 る国際的な最 小限のルール の要否 ・あ り方(ど のような切 り口が妥 当

かを含 め)が検討 され るべきであろ う23。更 に付言すれ ば、関係者の最終的な救済 のた

め には、法 的枠組み だけでな く、代替的紛争処理 手段や苦情受付機 関等 の受 け皿 の整

備、 クレジ ッ ト ・カー ドや電子 マネー等支払手段 の レベル にお ける取 引約款 ・保 険制

度の整備等 を、総合的 に勘案す る必要が あろ う。

22例 えば、池原 前掲注1831頁 、長瀬 前掲注19同 上。
23ヘ ーグ国際私法会議 にお いては、(電子商取引に特化 したものではないが)民 商事に係る国際裁判

管轄及び外国判決承認執行に関する国際条約が2000年 予定の第19会 期の正式議題 となる ことと

されてお り、現在、それ に向けての検討が行われて いる。 これ ら準備作業 につき始関正光 「ヘー

グ国際私法会議の 『国際裁判管轄及び外国判決承認執行に関する特別委員会』について」国際商

事法務23巻6号598頁 、道垣 内正人 「ヘーグ国際私法会議の 『民事及び商事に関す る国際裁判管

轄及び外国判決承認執行 に関する特別委員会』第2回 会合の概要」国際商事法務24巻10号1024

頁、同 「ヘー グ国際私法会議の 『民事及び商事 に関する国際裁判管轄及び外国判決承認執行に関

す る特別委員会』第3回 会合の概要」国際商事法務26巻5号491頁 、小出邦夫 「ヘーグ国際私法

会議の 『民事及び商事に関す る国際裁判管轄及び外国判決承認執行 に関する特別委員会』第4回

会合の概要」国際商事法務26巻10号1038頁 を参照。
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(3)隔 地者間取引における準拠法に関する検討状況比較

地域 米国 EU 日本

主な法源(案) UCC2B(99年2月 版 ドラ フ ト) 電子商取 引指 令案1(98年11月 欧州

委提案)

法例(主 に第7条 、第9条)

適用範囲 コ ンピュー タ情報取 引(定 義語。 ソフ

トウェア契 約 、情報 ライ セ ンス を中

心 とす る概念)

情報化社会サー ビス(定 義語。 ネ ッ ト

ワー ク を通 じた物 の販 売、サ ー ビス

の提供 を中心 とす る概 念)

法律行為一般、第9条 第2項 は中で

も契 約 の 成 立 及 び 効 力 を対 象 とす

る。

ー

〉
O
l

1但 し
・後で見るように、契約上の権利義務 に係 る準拠法は、 「契約釣上の義務 に係る準拠法 に関する1980年 ローマ条約」で扱われることに注意。



ー

c。
○
ー

非適用範囲 ・UCC2Bの 対 象外の取 引 [指令案その ものか らの適用除外】

・ 契約外 の法(税 金、著 作権 等) ・ 税 金

・ 個 人情報保護(別 に指令有)

・ 公証人の活動

・ 裁判所 にお ける顧客 の代理

及びその利益の防御
・ 賭博(商 業 的通信 との 関係 で

は適用)

[準拠法との関係での適用除外]
・ 著 作 権 、 半 導 体 チ ップ 保 護 、

デ ー タ ベ ー ス のsuigeneris権 、 工

業所有権
・ 電子マ ネー発行(別 指令 が検

討中)

・ 投 資 、保 険関連(別 指 令で 規

律)

・ →消 費者 取 引 にお け る契 約 上

の義務

・SPAMメ ー ル



l

co
↓
ー

商 有体物 品 の引 取引に最 も重要な関連性 を有す る地 [掲記指令案では 「情報化社会サービ 法例 第7条2項 に基 づき 「行為地 法」

人 渡を伴 う契約 (2B-107条(b)項(3)号) スの設立地」の法が準拠法となるか を適 用 。

間 [合意が な い場 (RestatementofConnictofLawsで のよ うだが 、同指令案 は 「契約約上 「行為 地」 は、原則 と して 申込 発信

取 合 の デ フ ォル は以下 の要素 を考慮。 の義務 に係 る準拠法 に関す る1980 地 を行為地 と見な し、承諾者が承諾

引 ト ・ル ー ル] (a)契 約 の場 所 年 ローマ条約」 を代替す ることを意 時 に申込地を不知の場合は例外的に

(b)交 渉 場 所 図 していな いため、契約上の権 利義 申込者の住所地 を行為地とみなす。

(c)履 行 地 務 について は同ローマ条約が適用 さ (法例第9条2項)

(d)契 約対象物 の所在地 れる と見 られ る.]

(e)当 事 者 の居 所 、住 所 、国 籍 、設 立

地 、営業地 ローマ条約上 の規定

(f)州 際 ・国際的 システムの必要性 当該契約 に最 も密接に関連する国の

(g)法 廷地 の関連す る政策 法

(h)他 の関係 ある州 の関連 す る政 策、 ・ 当該 契 約 を特 徴 付 け る履 行

特定の事項 の決定 に係 る当該州 の債務者の、契約 当時 の住所な い し

の関連する利害 本社(法 人)

(i)正 当化事 由のある期待 の保護 ・ 商取引の場合 は、主た る営業

(ゴ)特定分 野 の法 の基 礎 にあ る基 本 地

政策

(k)安 定 性 、予 見 可 能 性 、結 果 の統 一

性)



ー

c。
心

ー

契 約 によ る変 可 能2(2B-107条(a)項) 可能 。 可 能 。

更可能性 但 し、 当事者 間合意 は、強 行法規 の

適用 を妨 げない。(ロー マ条約第3条

3項)

ア クセ ス 契 約 、 アクセ ス提 供者/ラ イセ ンサ の所在 地 (アクセス契約 に係 る特則 はな く、有 (アクセス契約 に係 る特則な く、有体

電 子 的 引渡 を (2B-107条(b)項(1)号) 体 物 の引渡 を伴 う取 引 と同様 、取 引 物の引渡がある場合 と同様、申込発

伴 う契約 との関連性で判断されると考え られ 信地が準拠法 とな ろう。)

[合意がない場 る 。)

合 の デ フ ォル

ト ・ル ー ル]

喫 約による変 可 能3(2B-107条(a)項) (可能 で あ ろ う。) (可能 と考 え られ る。)

更可能性]

対 有体物 品 の 引 引 渡 地(2B-107条(b)項(1)号) 消費者の住所地(サ ー ビスが消費者 (消費者取 引に係 る特別 の規定はな

消 渡を伴 う契約 の住所地以外の国だけで提供され る く、 申込 発信 地の法 が準拠 法 とな る

費 [合意が な い場 場合 を除 く) と考 え られ る。事業者 による 申込誘

者 合 の デ フ ォル 引引消費 者 の 申込 一事 業者 の承 諾 の モ

取 ト ・ル ー ル] デ ル によれ ば 、消 費者 の住 所地 の法

引 が準拠法 とな る。)

2勿 論、非良心的な条項の排除(2B-110条)、 基本的な公共政策に反する条項の排除(2B-105条(b)項)と いった一般規定 との関係で、如何 に商人間取引であ

っても、或る地の強行法規の適用を免れるために別の地の法を選択することがあれば、その是非が問われ ることはあ り得 る。
3同 上。



l

c。
ω

ー

一

[契約 によ る変 可 能 。 可 能 。 可能

更可能性] 但 し、上 記 の地 にお ける強行法規 を 但 し、消費者 の住 所地 にお ける消 費 但 し、 「強行 法規 の特 別連結 」の考

変 更 で き な い 。(2B-107条(b)項 第2 者保護の強行規定 を変更 して消費者 え方 によ り、約 定 によ り外 国法 を準

文) 保護 を奪 うことは不可。 拠法 とす る場合 で あって も、消 費者

保護等の立法が適用され ることがあ

り得 る。

アクセ ス契約 、 アクセス提供者(ライセンサの所在地 (アクセス契約 に係 る特則な く、消費 (アクセ ス契約 に係 る特則 な し。有体

電子 的 引渡 を (2B-107条(b)項(1)号) 者の住所地の法が準拠法とな ると考 物の 引渡 を伴 う取 引 と同様 、事業者

伴う契約 え られ る。) に よ る 申込誘 引一消 費者 の 申込一事業

[合意がない場 者 の承諾 の モデル によれ ば、消費者

合 のデ フ ォル の住所地の法が準拠法 となると考 え

ト ・ル ー ル] られ る。)

喫 約による変 可 能 。 (可能で あろ うが、有体物 の引渡 を伴 (可能で あろ うが、有体 物の引渡 を伴

更可能性] 但 し、上記の地4に お ける強行法規 を う取 引 と同様 、消費者 の住所 地 の強 う取 引と同様 の問題があ る。)

変更 で きな い。'(2B-107条(b)項 第2 行法規 を変更 できな い。)

文)

4こ の よ う に
、UCC2B ドラフ トの規定では、アクセス契約の場合、消費者の住所地の法ではな く、ライセンサの所在地 にお ける強行規定が効 いて くる。



(4)隔 地者間取引における裁判管轄に関する比較表

1

ー

地域 米国 EU 国際条約!モデル法 日本

法源 UCC2B(1999年2月 版 案) 民商事における管轄及び執 (直接 に規定はない。判例 上

行 に関す るブ リュ ッセ ル条 は総 じて 、民事訴訟 法 の土

約 地管轄規定か ら日本の国際

裁 判管 轄 を推 知 しつつ、特

段の事情によ りこれを修正

す るア プ ローチが取 られて

い る よ うで あ る。)

裁判管轄の合意 (規定 はな いが、可能 との前 (規定はな いが、可能 と考 え (可能 と考 え られる。民訴第

提 。) られる) 11条 参照)

専属的裁判管轄 可 能 。 可 能 。 (ある訴訟事件 につ いて のわ

の合意 但 し、 不 合 理 ・不 当 で な い 但 し、そ の合意が 次の要件 が 国の裁判権 を排 除 し、特

場 合 に 限 る 。(2B-108条) を満 たす場合 に限 る。 定の外国の裁判所だけを第

.書 面で行われ る こと 一審の管轄裁判所 と指定す

一 当事 者 間 で 確 立 され た る旨の国際的専属的裁判管

慣行 に従 った形式で行 轄 の合 意 は、(イ)当 該 事

われ る こと 件がわが国の裁判権 に専属

一 国 際取 引で は、一 定 の権 的 に服す る もので はな く、

威 あ る用法 に従 った形 (ロ)指 定 された外 国 の裁

式で行われ ること 判 所が 、そ の外 国法 上 、当

更 に、消 費者取 引で は変更 該事件につき管轄権 を有す

不 可 。 る こ と、の二個 の要 件 をみ

たす限 り、わ が国 の国際 民



1

c。
㎝

ー

訴法上、原則 と して有効 。(最

判 昭50年11月28日 民集

29巻10号1554頁))

合 意 がな い場 合 (規定 な し。一般 の取 引法 の ・ 被告住所地 ・ 被告 住 所地(民 訴第

の裁判管轄 原則 に従 って判 断 され る こ ・ 債務履行地 1条 参照。外 国の団体 の場

と にな る。 ・ 消費者取 引では、次 合 は、第4条 第5項 によ
・ 人 的 管 轄 に つ い て

の 通 り。 り、日本 における主た る事

は、被告住所地が原則 だ 一 消費者が事業者を訴え 務所又は営業所等 にな る

が ・ 各 州 毎 に"longarm" る場合は、消費者 の住 か?)

規定が あ り得 る。 所地と事業者の住所地 ・ 義務 履 行 地(民 訴第

・ 非 居 住 者 に 対 す る を選択可。 5条 第1号 参 照。持参債務

訴訟は大要次 の要件下で 一 事業者 が消費者 を訴え の原則か らは、債権者 の住

認め られ る ことがあ る。 る場合 は、消費者の住 所地等にも管轄が生 じ得
一 当該 法 廷 地 に対 す る被 所地で のみ提訴可。 る 。)

告 の関係 が、あ らゆる型 ・ 財 産所 在 地(被 告 が

の ク レー ム か ら防 御 す 日本に事務所又は営業所

る こ とに な る こ と を予 を持たな い場合、民訴第5

期す るに足 る程 に系統 条第4号 上 によ り日本 に

的且つ継続 的で ある場 ある被告 の財産に着 目し

合(generaljurisdiction) て管 轄が認め られ るか?)
一 そ うで な い場 合 で も、被 ・ 応 訴 に よ る管 轄(民

告 が意図的 に当該法廷 訴第12条 参照)

地や その住 人 と取 引 し

て お り 、 当 該 ク レ ー ム

が、かよ うな被告 の当該



法廷地 関連す る行動 に

関す る ものであ り、且 つ

裁判権 の行使 が合理 的

で ある場合 に、管轄 が認

め ら れ る こ と が あ る 。

(specificjurisdiction))

裁判外紛争解決 (規定はな いが、可能 と考 え (規定はな いが、可能 と考 え 外国仲裁判断の承認及び執 (規定 はないが 、可能 と考 え

に係る合意 られ る。) られ る。) 行 に 関す る 条 約(ニ ュー ヨー られ る。)

ク条約)

ー

c。
○

ー
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